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1（344）　 

そ
れ
で
も
彼
の
ほ
う
が
ま
だ
ま
し
だ
か
ら
…
…�

　

―
詩
經
解
釋
に
お
け
る
部
分
的
贊
美
に
つ
い
て
の
認
識
の
諸
相

―種　

村　

和　

史

1

　は
じ
め
に

兩
周
春
秋
期
の
諸
侯
の
中
で
、「
武
公
」
の
號
を
持
つ
人
物
は
各
國
に
數
多
く
現
れ
た
。
子
夏
が
孔
子
の
敎
え
に
基
づ
い
て
著
し
た
と

さ
れ
る
小
序
に
據
れ
ば
、
詩
經
の
中
に
も
三
人
の
「
武
公
」
に
關
す
る
詩
篇
が
存
在
す
る（

（
（

。
特
に
目
に
付
く
の
は
、
西
周
か
ら
東
周
へ
の

移
行
期
、
動
亂
す
る
國
家
を
よ
く
支
え
、
王
朝
の
命
運
を
繫
ぐ
の
に
大
き
な
功
績
の
あ
っ
た
衞
の
武
公
で
あ
ろ
う
。
彼
は
弛
ま
ぬ
自
己
陶

冶
に
よ
っ
て
高
い
敎
養
と
道
德
と
を
兼
ね
備
え
た
と
さ
れ（

（
（

、
そ
の
評
價
は
歷
代
高
く
、
宋
代
に
は
歐
陽
脩
は
彼
を
士
大
夫
の
理
想
像
と
し

て
評
價
し（

（
（

、
朱
熹
も
最
高
に
近
い
贊
辭
を
與
え
て
い
る（

（
（

。
詩
經
の
中
に
は
彼
を
詠
っ
た
詩
、
彼
の
作
っ
た
詩
と
小
序
が
規
定
す
る
も
の
が

三
篇
收
錄
さ
れ
、
歷
代
の
注
釋
か
ら
も
彼
に
對
す
る
贊
嘆
と
敬
愛
の
念
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
武
公
は
彼
で
は
な
い
。
贊
美
の
對
象
と
は
眞
逆
の
人
物
、
主
君
を
弑
し
國
を
盜
む
と
い
う
、
儒
敎
倫
理
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（343）2

に
照
ら
せ
ば
「
天
地
の
閒
に
そ
の
身
を
置
く
べ
き
所
が
無
く
」（
唐
風
「
無
衣
」『
集
傳
』）
な
る
ほ
ど
の
大
罪
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
人
物
、

曲き
よ
く

沃よ
く

の
武
公
で
あ
る
。
彼
は
祖
父
桓
叔
以
來
の
野
望
を
叶
え
つ
い
に
晉
の
國
主
の
座
に
就
い
た
が
、
彼
ら
三
代
に
わ
た
る
簒
奪
劇
を
廻

っ
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
詩
篇
が
詩
經
唐
風
に
複
數
收
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
「
無
衣
」
は
、
そ
の
小
序
に
、

「
無
衣
」
は
、
晉
の
君
主
と
な
っ
た
武
公
を
美
め
た
詩
で
あ
る
。〔
も
と
曲
沃
の
君
だ
っ
た
〕
武
公
は
晉
國
を
乘
っ
取
っ
た
ば
か
り

の
こ
ろ
、
彼
の
大
夫
が
彼
の
た
め
に
天
子
の
使
者
に
王
命
を
授
け
て
い
た
だ
く
よ
う
請
う
て
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
（
無
衣
、
美
晉
武

公
也
。
武
公
始
幷
晉
國
、
其
大
夫
爲
之
請
命
乎
天
子
之
使
、
而
作
是
詩
也
）

と
、
大
罪
惡
人
の
は
ず
の
武
公
を
「
美
め
る
」
詩
だ
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
詩
經
解
釋
史
上
の
大
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
筆
者
は
前

稿
で
、
こ
の
問
題
に
對
す
る
南
宋
の
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）・
嚴
粲
（
生
卒
年
不
詳
）、
淸
の
戴
震
（
一
七
二
三
～
一
七
七
七
）・

翁
方
綱
（
一
七
三
三
～
一
八
一
八
）
の
認
識
を
分
析
し（

（
（

、「
無
衣
」
を
類
淫
詩
說
に
よ
っ
て
解
釋
す
る
か
、
準
類
淫
詩
說
に
よ
っ
て
解
釋

す
る
か
と
い
う
說
の
對
立
に
焦
點
を
合
わ
せ
て
論
じ
た
。「
類
淫
詩
說
」
と
は
、
詩
篇
を
簒
奪
者
自
身
や
そ
の
支
持
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ

道
德
に
悖
る
内
容
を
持
つ
も
の
と
捉
え
、
詩
經
の
編
者
は
そ
の
よ
う
な
不
道
德
な
詩
を
讀
ん
で
嫌
惡
感
を
覺
え
た
讀
者
が
自
己
の
道
德
的

反
省
の
契
機
に
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
あ
え
て
詩
經
に
收
錄
し
た
と
捉
え
る
解
釋
、「
準
類
淫
詩
說
」
と
は
、
詩
中
に
は
簒
奪
者
や
そ
の
支

持
者
の
思
い
や
行
動
が
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
作
者
は
道
德
的
意
圖
を
持
っ
て
詩
を
作
り
、

あ
え
て
簒
奪
者
や
そ
の
支
持
者
の
口
吻
を
借
り
て
詠
う
こ
と
に
よ
っ
て
讀
者
の
道
德
的
覺
醒
を
狙
っ
た
と
す
る
解
釋
を
筆
者
が
假
に
名
づ

け
た
術
語
で
あ
る（

（
（

。
こ
の
兩
說
は
「
無
衣
」
の
作
者
を
道
德
的
な
人
物
と
捉
え
る
か
不
道
德
な
人
物
と
捉
え
る
か
と
い
う
點
、
言
い
換
え
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3（342）　それでも彼のほうがまだましだから……

れ
ば
經
典
の
一
部
で
あ
る
本
詩
が
發
す
る
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
作
者
か
ら
の
も
の
な
の
か
、
詩
經
の
編
者
か
ら
の
も
の
な
の
か
に
つ
い

て
は
正
反
對
の
立
場
を
と
る
が
、
い
ず
れ
も
本
詩
首
序
（
小
序
の
首
句
を
指
す
）
の
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
と
い
う
言
葉
を
、
作
者
が
武

公
と
い
う
人
閒
を
全
面
的
に
贊
美
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
贊
美
し
て
い
る
ふ
り
を
す
る
）
と
い
う
意
味
と
と
る
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば

武
公
と
い
う
人
物
を
總
體
と
し
て
見
て
善
か
惡
か
と
い
う
二
分
法
で
評
價
す
る
と
い
う
點
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

實
は
本
詩
小
序
の
捉
え
方
に
は
も
う
一
つ
の
選
擇
肢
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
武
公
は
確
か
に
惡
人
で
あ
る
が
し
か
し
善
い
行
い

も
し
て
い
て
、「
無
衣
」
は
そ
の
點
を
取
り
上
げ
て
贊
美
し
た
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
晉
の
武
公
を
美
む
」

と
は
、
武
公
の
事
蹟
の
一
部
の
み
に
焦
點
を
當
て
て
批
評
し
て
い
る
と
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。

こ
の
解
釋
の
違
い
は
、
小
序
が
人
閒
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
、
惡
の
中
に
善
が
宿
る
と
い
う
可
能
性
を
認
め
て

い
た
か
に
つ
い
て
の
詩
經
注
釋
者
た
ち
の
考
え
方
の
違
い
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
詩
經
に
お
け
る

美
刺
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
詩
經
が
人
々
に
敎
え
る
道
德
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
思
惟
の
多
樣
性
を

知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
思
惟
が
い
か
な
る
思
想
的
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
變
遷
し
た
か
を
考
察
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
に
、
唐
風
「
無

衣
」
の
「
美
」
を
廻
る
宋
代
に
お
け
る
議
論
を
見
渡
し
そ
の
解
釋
學
史
的
な
意
義
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

2

　ほ
か
の
人
と
は
違
っ
て
彼
だ
け
が
…
…

―
北
宋
の
狀
況

王
安
石
『
新
義
』
唐
風
「
無
衣
」（
以
下
、
諸
家
の
注
釋
書
の
唐
風
「
無
衣
」
か
ら
の
引
用
は
詩
篇
名
を
省
略
す
る
）
に
次
の
よ
う
に

言
う
。
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天
下
に
道
無
く
、
大
小
強
弱
が
互
い
に
爭
い
奪
い
あ
う
よ
う
に
な
っ
て
久
し
く
、
も
は
や
王
命
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
る

人
閒
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
武
公
が
天
子
の
使
い
を
通
し
て
〔
自
分
を
正
式
に
諸
侯
に
任
じ
る
〕
王
命
を

請
う
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
た
の
は
、
彼
が
他
の
者
よ
り
優
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
詩
が
武
公
を
美
め
る
所
以
で
あ
る
。
こ

れ
を
「
人
と
と
も
に
善
い
行
い
を
す
る
」（『
孟
子
』「
公
孫
丑　

上
」）
と
言
う
の
で
あ
る
。
人
と
と
も
に
善
い
行
い
を
せ
ず
、
義
を

貫
く
た
め
に
彼
と
絶
緣
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
善
い
行
い
を
す
る
人
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
（
天
下
無
道
、
小
大
強
弱
相

攘
奪
久
矣
。
非
復
知
有
王
命
也
。
武
公
知
請
命
乎
天
子
之
使
、
則
所
謂
彼
善
於
此
。
此
詩
所
以
美
之
也
。
此
之
謂
與
人
爲
善
、
不
與

人
爲
善
而
盡
義
以
絕
之
、
則
人
之
爲
善
者
將
寡
矣
）

王
安
石
は
小
序
の
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
を
、
武
公
が
弱
肉
強
食
・
下
克
上
の
時
勢
に
も
關
わ
ら
ず
、
周
王
に
自
分
を
諸
侯
に
任
じ
て

く
れ
る
よ
う
請
願
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
尊
王
の
氣
持
ち
が
表
れ
て
い
る
と
、
詩
人
が
評
價
し
て
美
め
た
と
說
明
し
て
い
る
と
解
釋
す
る
。

さ
ら
に
、『
孟
子
』「
公
孫
丑　

上
」
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
天
下
に
道
を
行
う
た
め
に
は
人
々
の
優
れ
た
點
、
善
な
る
行
い
を
取
り
入
れ

る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
い
た
ず
ら
に
嚴
格
な
道
德
主
義
を
振
り
か
ざ
す
の
で
は
な
く
、
時
に
は
他
の
缺
點
に
は
目
を
瞑
り
部
分

的
な
善
行
を
積
極
的
に
表
彰
す
る
寛
容
さ
を
見
せ
て
人
々
を
吸
引
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
言
う
。
所
期
の
目
的
を
實
現
す
る
た
め
に

は
清
濁
倂
せ
吞
む
こ
と
も
必
要
だ
と
い
う
現
實
的
な
配
慮
を
本
詩
の
作
者
は
し
て
、
小
序
も
作
者
の
意
圖
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

蘇
轍
『
詩
集
傳
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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5（340）　それでも彼のほうがまだましだから……

周
が
衰
え
、
諸
侯
の
中
に
は
王
命
を
待
た
な
い
〔
で
國
君
の
地
位
に
就
く
〕
者
も
い
た
が
、
武
公
だ
け
は
晉
を
倂
合
し
た
後
、
周

に
王
命
を
請
願
す
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
た
（
周
衰
、
諸
侯
有
不
俟
王
命
者
、
武
公
始
幷
晉
國
、
獨
能
請
命
于
周
）

彼
の
注
釋
は
簡
潔
だ
が
、「
獨
り
能
く
周
に
命
を
請
ふ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
武
公
が
時
流
に
從
わ
ず
周
王
の
權
威
を
尊
重
し
た
こ
と

を
本
詩
は
美
め
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
王
安
石
と
同
樣
の
認
識
に
立
っ
て
解
釋
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

程
頤
「
詩
解
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

武
公
は
よ
う
や
く
晉
國
を
我
が
物
に
し
た
が
、
天
子
に
王
命
を
請
願
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
詩
人
は
こ
れ
を
美
め
た
の
で

あ
る
。
美
め
る
べ
き
と
こ
ろ
を
美
め
た
の
で
あ
る
（
武
公
始
有
晉
國
、
而
能
請
命
天
子
。
故
詩
人
美
之
。
美
其
所
可
美
也
）

こ
れ
は
、
王
安
石
と
蘇
轍
の
解
釋
と
同
内
容
で
あ
る
が
、
程
頤
の
「
無
衣
」
說
に
つ
い
て
は
、『
二
程
全
書
』「
詩
解
」
に
載
る
右
の
說

以
外
に
、『
李
黃
解
』
が
「
程
氏
曰
く
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
佚
文
が
あ
り
、
王
・
蘇
の
注
釋
に
現
れ
な
い
思
考
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。

本
詩
は
、
武
公
が
王
命
を
請
う
た
と
い
う
一
事
を
美
め
て
い
る
。
主
君
の
地
位
と
國
家
を
簒
奪
す
る
こ
と
さ
え
恥
と
し
な
か
っ
た

の
だ
か
ら
、
衣
服
に
つ
い
て
分
際
を
越
え
た
贅
澤
を
す
る
こ
と
な
ど
何
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
彼
の
心
は
不
安
で
、
王
命
を

請
う
て
は
じ
め
て
心
安
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
思
い
は
評
價
す
べ
き
で
あ
る
（
此
美
其
請
命
一
事
。
不
以
篡
君
奪
國
爲
羞
、
至
於
衣
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服
僭
侈
何
難
。
然
其
心
不
安
、
至
於
請
命
、
然
後
安
。
此
意
可
取
）

こ
れ
は
、
本
詩
首
章
の
、

豈
曰
無
衣
七
兮　

豈
に
衣
の
七
つ
あ
る
無
し
と
曰
へ
や

不
如
子
之
衣　
　

子
の
衣
に
は
如
か
ず

安
且
吉
兮　
　
　

安
く
し
て
且ま

た
吉よ

し

（
訓
讀
は
、『
毛
詩
鄭
箋
』（
一
）、
古
典
研
究
會
叢
書　

漢
籍
之
部
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
、
三
七
〇
頁
、
の
淸
原
家
訓
點
に
據
っ

た
）

を
解
釋
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
程
頤
は
詩
中
の
「
安
」
の
字
に
注
目
し
、「
其
の
心
安
ら
が
ず
、
命
を
請
ふ
に
至
り
て
、
然
る
後
に
安
ら
ぐ
」

と
言
い
、
今
現
在
の
武
公
の
心
が
不
安
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
言
う
。
詩
の
「
安
」
の
語
か
ら
「
不
安
」
を
讀
み
取
る
こ
と
は

す
で
に
鄭
箋
が
、

武
公
は
晉
を
乘
っ
取
っ
た
ば
か
り
で
、
心
が
い
ま
だ
安
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
王
命
の
し
る
し
の
衣
を
授
か
っ
て
安
心
し
よ

う
と
し
た
（
武
公
初
幷
晉
國
、
心
未
自
安
、
故
以
得
命
服
爲
安
）

人文34_縦.indb   6 2019/06/11   8:17:32



7（338）　それでも彼のほうがまだましだから……

と
言
い
、『
正
義
』
も
そ
れ
を
敷
衍
し
て
、

こ
れ
は
武
公
が
分
家
の
分
際
で
宗
家
を
乘
っ
取
っ
た
の
で
、
心
に
自
ら
安
ら
ぐ
こ
と
が
な
く
、
王
命
を
得
て
よ
う
や
く
安
ら
ぐ
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
此
武
公
以
孽
奪
宗
、
故
心
不
自
安
、
得
命
乃
安
也
）

と
、
武
公
が
不
安
に
思
う
理
由
を
說
明
し
て
い
る
。
程
頤
は
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
彼
の
注
釋
に
は
漢
唐
詩
經
學
に
は
な
い
要
素
が

あ
る
。
そ
れ
は
「
此
の
意
取
る
べ
し
」
と
、
武
公
が
不
安
に
感
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
評
價
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

點
で
あ
る
。
つ
ま
り
程
頤
は
、
詩
人
が
「
武
公
を
美
」
め
た
所
以
を
、
彼
の
行
爲
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
爲
を
す
る
に
至
っ
た
武

公
の
心
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
漢
唐
詩
經
學
に
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
王
安
石
と
蘇
轍
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る（

（
（

。
武
公
の
道

德
性
を
見
出
す
た
め
に
そ
の
内
面
に
踏
み
込
ん
で
檢
討
す
る
態
度
は
、「
無
衣
」
解
釋
に
新
た
な
視
點
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

程
頤
說
の
あ
る
い
は
源
流
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
說
を
劉
僘
が
す
で
に
唱
え
て
い
る
こ
と
は
後
述
す
る
。

王
・
蘇
・
程
の
三
者
は
い
ず
れ
も
、
小
序
の
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
を
、
諸
侯
に
任
命
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
天
子
に
請
願
す
る
こ
と
を

武
公
が
わ
き
ま
え
て
い
た
の
を
詩
人
は
贊
美
し
て
本
詩
を
作
っ
た
と
言
っ
た
も
の
と
解
釋
す
る
。
程
頤
の
「
其
の
美
む
べ
き
所
を
美
む
る

な
り
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
人
は
武
公
を
全
人
格
的
に
贊
美
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
あ
る
行
爲
の
み
を
贊

美
し
た
と
と
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
王
安
石
の
「
彼
は
此
よ
り
善
し
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
當
時
の
他
の
人

閒
と
の
比
較
に
お
い
て
相
對
的
に
評
價
し
て
い
る
と
と
る
。
王
安
石
・
程
頤
は
こ
の
よ
う
に
し
て
小
序
を
合
理
化
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、『
正
義
』
の
解
釋
と
異
な
る
。
小
序
『
正
義
』
に
、
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曲
沃
の
大
夫
は
主
君
武
公
の
た
め
に
天
子
の
使
い
に
〔
晉
君
に
任
ず
る
と
の
〕
王
命
を
請
う
て
、
こ
の
「
無
衣
」
の
詩
を
作
っ
て

武
公
を
贊
美
し
た
…
…
曲
沃
の
大
夫
は
、
武
公
が
晉
國
を
倂
吞
で
き
た
こ
と
を
贊
美
し
、
故
に
彼
の
た
め
に
王
命
を
請
う
た
の
で
あ

る
（
其
大
夫
爲
之
請
王
賜
命
於
天
子
之
使
、
而
作
是
無
衣
之
詩
以
美
之
…
…
曲
沃
之
大
夫
美
其
能
幷
晉
國
、
故
爲
之
請
命
）

と
言
い
、
ま
た
首
章
『
正
義
』
で
、

〔
小
序
に
本
詩
を
〕「
美
む
」
と
言
う
の
は
、
武
公
の
家
臣
が
主
君
を
美
め
稱
え
る
氣
持
ち
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
美

之
者
、
其
臣
之
意
美
之
耳
）

と
言
う
よ
う
に
、
疏
家
は
本
詩
を
武
公
の
家
臣
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
詩
の
作
者
を
武
公
の
罪
惡
に
荷
擔
し
た

者
と
捉
え
、
本
詩
を
惡
人
が
惡
事
の
首
謀
者
を
美
め
稱
え
た
不
道
德
な
詩
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
詩
小
序
に
「
美
む
」

と
言
う
の
も
、
本
詩
に
詠
わ
れ
て
い
る
内
容
が
道
德
的
に
贊
美
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
小
序

と
は
詩
篇
か
ら
汲
み
取
る
べ
き
道
德
的
敎
訓
を
傳
え
る
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
傳
統
的
な
認
識
で
あ
る
の
を
考
え
れ
ば
、
本

詩
の
小
序
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
王
・
蘇
・
程
は
本
詩
小
序
に
い
わ
ゆ
る
「
美
む
」
を
、
武
公
が
後
世
の
道
德
的
模
範
と
な
る
べ
き
行
爲
を
し
た
（
あ

く
ま
で
限
定
的
で
相
對
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
）
こ
と
を
贊
美
す
る
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。
歐
陽
脩（

（
（

・
王
安
石
・
蘇

轍
・
程
頤
と
い
う
北
宋
詩
經
學
を
代
表
す
る
四
名
の
學
者
の
う
ち
三
名
ま
で
が
同
じ
說
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
北
宋
後
期
に
お
い
て
『
正
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9（336）　それでも彼のほうがまだましだから……

義
』
の
解
釋
を
壓
倒
し
て
こ
の
說
が
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
。

さ
ら
に
、
三
者
と
も
共
通
し
て
「
詩
人
の
意
」
の
解
明
に
そ
の
解
釋
の
重
點
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
い

ず
れ
も
本
詩
小
序
の
首
句
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
が
、
武
公
に
對
す
る
詩
人
の
評
價
を
直
接
說
明
し
て
い
る
と
捉
え
た
上
で
、
そ
れ
で
は

本
詩
の
作
者
は
武
公
の
何
を
贊
美
し
た
の
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3

　不
安
に
怯
え
る
彼
の
そ
の
ま
な
ざ
し
が
…
…

―
南
宋
の
狀
況

「
無
衣
」
に
武
公
へ
の
部
分
的
な
贊
美
を
讀
み
取
る
解
釋
が
優
勢
を
占
め
る
狀
況
は
、
南
宋
に
至
っ
て
も
變
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
南
宋
の
『
李
黃
解
』
は
、
王
安
石
と
程
頤
の
說
を
引
用
し
、
李
樗
・
黃
櫄
い
ず
れ
も
そ
れ
に
贊
同
す
る
。
李
樗
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
れ
ら
〔
王
安
石
と
程
頤
〕
の
說
は
い
ず
れ
も
正
し
い
。
思
う
に
、
本
詩
の
作
ら
れ
た
當
時
、
周
王
室
は
衰
微
し
、
諸
侯
は
恣
に

自
分
勝
手
な
振
る
舞
い
を
し
、
爭
い
合
い
奪
い
合
い
に
明
け
暮
れ
、
何
事
も
力
の
み
が
賴
り
の
狀
態
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
天
子
の

命
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。〔
武
公
が
〕
天
子
の
命
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
わ
き

ま
え
て
い
た
だ
け
で
も
、
天
子
が
お
わ
し
ま
す
こ
と
を
を
わ
き
ま
え
て
い
た
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
…
…
武
公
は
そ
れ
で
も
天

子
の
命
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
た
の
だ
か
ら
、
聖
人
は
彼
に
與
し
な
い
わ
け
が
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く

〔『
莊
子
』
雜
篇
「
徐
無
鬼
」
に
い
わ
ゆ
る
、
幽
谷
で
孤
独
に
暮
ら
す
隱
者
は
〕
人
の
足
音
を
聞
い
た
だ
け
で
嬉
し
く
な
る
〔
よ
う
に

人
閒
は
仲
間
の
存
在
を
感
じ
る
と
喜
ば
し
い
氣
持
ち
に
な
る
〕
と
い
う
こ
と
だ（

（
（

（
此
說
皆
是
也
。
蓋
當
是
時
、
周
室
衰
微
、
諸
侯
橫

恣
、
攘
奪
攻
取
、
惟
力
是
恃
、
豈
知
有
天
子
之
命
哉
。
惟
知
有
天
子
之
命
、
是
猶
知
有
天
子
也
…
…
晉
武
公
猶
知
有
天
子
之
命
、
聖
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人
安
得
不
與
之
哉
。
此
正
所
謂
聞
足
音
者
跫
然
而
喜
者
也
）

李
樗
は
、「
晉
の
武
公
猶
ほ
天
子
の
命
有
る
を
知
る
、
聖
人
安
ん
ぞ
之
に
與
せ
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
言
い
、
尊
王
の
態
度
を
示
し
た
武

公
を
、
孔
子
が
積
極
的
に
評
價
し
た
と
考
え
る
。『
莊
子
』
の
引
用
は
、
世
の
無
理
解
に
も
屈
せ
ず
天
下
に
道
德
を
廣
め
よ
う
と
奮
鬭
す

る
孔
子
に
と
っ
て
武
公
の
行
爲
は
共
感
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
表
し
て
い
る
。

黃
櫄
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

曲
沃
の
武
公
は
王
を
弑
殺
し
君
位
を
簒
奪
し
て
晉
國
を
我
が
物
に
し
た
。
春
秋
の
法
に
照
ら
し
て
裁
く
な
ら
ば
、
そ
の
罪
は
許
す

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孔
子
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
「
無
衣
」
の
詩
を
詩
篇
に
收
錄
し
、
小
序
の
撰
者
は

本
詩
を
武
公
を
美
め
た
も
の
と
し
た
。
こ
れ
は
、
た
だ
た
だ
彼
が
王
命
を
請
う
た
一
事
の
み
を
美
め
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
當
時
は

強
い
も
の
が
弱
い
も
の
を
侮
り
、
數
の
多
い
も
の
が
少
な
い
者
を
虐
げ
、
諸
侯
が
王
の
存
在
を
わ
き
ま
え
な
い
こ
と
久
し
き
に
及
ん

だ
。
晉
の
武
公
は
暴
力
で
晉
國
に
覇
を
唱
え
た
が
、
も
し
か
り
に
彼
が
周
王
に
命
を
請
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
周
は
彼
を
征
伐
で

き
な
ど
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
武
公
は
天
子
の
使
い
に
王
命
を
請
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
王
の
存
在
を
わ
き
ま
え
て
い

た
の
で
あ
る
…
…
孔
子
は
〔「
無
衣
」
の
詩
を
〕
棄
て
去
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
他
の
諸
侯
よ
り
ま
し
だ
と
い
う
點
を
評
價
し
た

か
ら
で
あ
る
（
曲
沃
以
篡
弒
之
逆
而
有
晉
國
。
以
春
秋
之
法
繩
之
、
罪
不
可
赦
、
而
孔
子
遽
錄
其
詩
而
序
者
以
爲
美
武
公
、
此
特
美

其
請
命
一
事
耳
。
蓋
當
時
強
陵
弱
衆
暴
寡
、
諸
侯
不
知
有
王
也
久
矣
。
晉
武
公
以
力
雄
晉
國
、
使
其
不
請
命
於
周
、
周
豈
能
伐
之
乎
。

今
猶
能
請
命
於
天
子
之
使
、
則
是
知
有
王
也
…
…
孔
子
猶
取
之
者
、
取
其
彼
善
於
此
者
也
）
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李
樗
・
黃
櫄
は
、
武
公
の
主
君
弑
殺
・
國
家
簒
奪
の
罪
に
は
目
を
瞑
り
、
國
君
に
就
任
す
る
に
當
た
っ
て
當
時
衰
微
し
て
諸
侯
に
相
手

に
さ
れ
な
か
っ
た
周
王
朝
の
許
し
を
得
る
た
め
に
王
命
を
請
う
た
と
い
う
、
尊
王
の
行
爲
を
贊
美
し
た
と
解
釋
す
る
。
王
安
石
・
程
頤
に

基
づ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
深
め
、
孔
子
が
「
無
衣
」
を
詩
經
に
收
錄
し
た
意
圖
、
序
者
の
意
圖
を
說
明
し
た
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
。呂

祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』
は
、
本
詩
小
序
の
注
釋
で
、
程
頤
の
說
を
引
き
、
さ
ら
に
「
劉
氏
曰
く
」
と
し
て
、
北
宋
・
劉
僘
の
次

の
よ
う
な
說
を
引
く（

（1
（

。

「
晉
の
武
公
は
そ
の
宗
國
を
兼
倂
し
た
か
ら
に
は
、
君
子
が
ど
う
し
て
彼
を
美
め
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」。
答
え
、「
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
が
變
風
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
變
風
と
は
正
か
ら
變
じ
た
も
の
で
あ
る
。
變
の
中
に
美
が
あ
り
、
美
の
中
に
刺
が
あ
る
。
そ
の

一
部
の
み
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
要
素
を
兼
ね
合
わ
せ
て
表
現
す
る
の
で
は
な
い
。『
無
衣
』
の
詩
は
、
武
公
の
力

は
晉
國
を
兼
倂
す
る
に
足
る
ほ
ど
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
心
が
安
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
、
天
子
の
命
を
授
か
っ
て
そ
れ
で
よ
う
や
く
心

安
ら
ぐ
の
だ
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
評
價
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
晉
武
公
兼
其
宗
國
則
君
子
曷
爲
美
之
。
曰
、
否
。
此
之
謂
變
風
。

變
風
者
變
於
正
也
。
變
之
中
有
美
、
美
之
中
有
刺
。
取
其
一
節
、
不
兼
其
義
。
無
衣
之
詩
、
其
力
足
以
兼
國
、
然
而
不
自
安
也
。
待

天
子
之
命
、
然
後
安
。
是
之
取
爾
）

劉
僘
は
程
頤
と
同
樣
、
心
が
安
ら
が
な
い
と
い
う
武
公
の
内
面
を
道
德
的
評
價
の
對
象
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
が
理
想
的
に

充
足
し
て
い
る
御
世
の
有
樣
を
詠
う
正
風
と
違
い
、
亂
世
に
生
き
る
人
々
の
口
か
ら
歌
い
出
さ
れ
た
變
風
の
詩
は
、
完
善
な
狀
況
で
は
な
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く
、
惡
の
中
に
殘
る
善
、
批
判
す
べ
き
も
の
の
中
に
見
出
さ
れ
る
美
め
る
べ
き
も
の
を
詠
う
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
、
悪
逆
な
武
公
の
中

に
贊
美
す
べ
き
點
を
見
出
す
解
釋
の
あ
り
方
を
正
當
化
す
る
。
呂
祖
謙
自
身
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

武
公
の
簒
奪
の
行
爲
な
ど
は
、
東
周
の
衰
亡
期
に
當
た
っ
て
い
た
の
で
、
分
家
が
宗
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ

さ
ま
災
禍
に
遭
う
恐
れ
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
詩
を
作
っ
た
の
は
そ
の
心
中
ま
こ
と
に
大
い
に
不
安
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
詩
句
を
熟
讀
玩
味
す
る
に
、〔
武
公
が
王
に
諸
侯
の
禮
服
を
求
め
た
〕
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
思
い
は
、
劉
仁

恭
が
長
安
の
本
色
を
求
め
た
そ
の
〔
傲
慢
無
禮
な
〕
言
葉
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
孔
子
が
本
詩
を
詩
經
に
收
錄
し
た
の
も
、
常
な
る

道
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
周
王
の
政
治
的
權
威
が
な
お
生
き
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
（
若
武
公
之
篡
。
當

東
周
之
衰
、
雖
以
枝
代
宗
、
豈
即
有
禍
。
是
詩
之
作
、
乃
其
中
心
誠
有
所
大
不
安
也
。
玩
其
辭
氣
、
與
劉
仁
恭
求
長
安
本
色
之
語
異

矣
。
仲
尼
錄
之
、
所
以
見
秉
彝
之
不
可
殄
滅
、
而
王
綱
之
猶
可
舉
也
）

呂
祖
謙
も
、
武
公
の
不
安
な
心
理
を
取
り
上
げ
考
察
す
る
。
彼
が
比
較
の
對
象
と
す
る
の
は
、
唐
末
に
跳
梁
跋
扈
し
た
軍
閥
劉
仁
恭
（
？

～
九
一
四
）
で
あ
る
。
彼
は
乾
寧
五
年
（
八
九
八
）、
滄
景
德
三
州
を
手
中
に
收
め
息
子
の
劉
守
文
を
獨
斷
で
節
度
留
後
に
据
え
た
後
、

そ
れ
を
追
認
し
任
命
す
る
よ
う
朝
廷
に
求
め
た
が
、
彼
の
專
橫
を
惡
ん
だ
皇
帝
昭
宗
は
聞
き
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
業
を
煮
や
し
た

劉
仁
恭
は
皇
帝
か
ら
の
使
者
と
し
て
や
っ
て
來
た
宦
官
に
、「
旗
印
な
ど
自
分
の
と
こ
ろ
に
も
あ
る
が
、
私
は
長
安
の
本
場
物
（
長
安
本

色
）
が
ほ
し
い
の
だ
。
ど
う
し
て
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
の
だ
。
ぐ
ず
ぐ
ず
言
わ
ず
に
早
く
渡
す
よ
う
に
言
え
」
と
言
い
放
っ
た
と
い
う（

（（
（

。

無
法
な
や
り
方
で
我
が
物
に
し
た
地
位
と
領
土
を
正
當
化
す
る
た
め
認
可
の
し
る
し
の
品
物
を
天
子
に
要
求
し
た
點
、
品
物
自
體
は
天
子

人文34_縦.indb   12 2019/06/11   8:17:32



13（332）　それでも彼のほうがまだましだから……

に
請
わ
ず
と
も
た
や
す
く
手
に
入
れ
ら
れ
る
の
だ
が
、
天
子
か
ら
授
か
っ
た
と
い
う
名
目
が
ほ
し
い
の
だ
と
言
う
點
、
天
子
に
直
接
求
め

る
の
で
は
な
く
そ
の
使
者
に
言
っ
た
點
な
ど
、
武
公
の
行
爲
と
瓜
二
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
呂
祖
謙
は
こ
の
兩
者
に
性
格
の
違
い
を
認
め
る
。
劉
仁
恭
は
天
子
が
自
分
の
言
う
こ
と
を
聞
く
の
が
當
然
と
い
う
口
振
り
で

「
何
を
以
て
か
章
を
纍か

さ

ぬ
る
に
阻
ま
る
る
」（『
舊
五
代
史
』）、「
何
ぞ
拒
ま
る
る
や
」（『
新
唐
書
』）
と
あ
か
ら
さ
ま
に
脅
し
を
か
け
て
、

傲
岸
そ
の
も
の
な
態
度
を
示
す
。
そ
れ
に
對
し
て
、「
無
衣
」
で
は
、
自
分
も
禮
服
を
持
っ
て
は
い
る
が
「
子
の
衣
の
、
安
く
且
つ
吉
な

る
に
如
か
ず
」
と
へ
り
く
だ
る
と
こ
ろ
に
、
周
王
の
權
威
を
憚
る
武
公
の
態
度
が
現
れ
て
お
り
、
孔
子
は
こ
れ
に
着
目
し
、
王
の
權
威
の

不
可
侵
性
を
敎
え
る
た
め
に
本
詩
を
詩
經
に
收
錄
し
た
の
だ
と
、
呂
祖
謙
は
分
析
す
る
。

4

　責
め
は
私
が
負
う
か
ら
ど
う
ぞ
彼
を
…
…

―
南
宋
の
狀
況

　二

晉
の
武
公
は
武
力
に
よ
っ
て
力
づ
く
で
宗
國
を
倂
吞
し
た
。
そ
の
罪
は
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
子
の
使
い

を
通
じ
て
王
命
を
誓
願
し
た
。
こ
れ
は
禮
に
叶
っ
て
な
ど
い
な
い
。
そ
れ
を
詩
人
が
贊
美
し
、
聖
人
が
詩
經
に
收
錄
し
た
の
は
、
恐

ら
く
は
自
分
〔
の
時
代
〕
よ
り
は
勝
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
昔
、
陳
の
司
敗
は
魯
の
昭
公
〔
が
禮
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
〕

に
つ
い
て
孔
子
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
。
孔
子
は
答
え
て
「
禮
を
ご
存
じ
で
す
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
人
々
は
み
な
昭
公
が
實

は
禮
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
孔
子
は
主
君
や
父
君
の
過
失
を
口
に
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
の
で
咎
を
自
分
で
着
た

の
だ
と
言
い
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
聖
人
の
謙
虛
で
眞
心
あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
だ
と
考
え
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る

だ
け
で
は
ま
だ
聖
人
の
お
心
を
理
解
し
盡
く
し
て
い
な
い
と
、
私
は
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

―
魯
が
同
姓
の
國
か
ら
妻
を
娶
っ
た
の
は
無
論
禮
に
外
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
憚
っ
て
彼
女
を
「
吳
孟
子
」
と
呼
ん
だ
の
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は
、
そ
れ
で
も
禮
を
畏
れ
る
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
こ
の
心
を
擴
大
充
實
さ
せ
て
い
け
ば
、
禮
に
外
れ
た
行
い
を

犯
さ
な
い
境
地
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
禮
を
知
っ
て
い
る
と
見
な
し
て
も
か
ま
う
ま
い

―
と
。
し
か
し
、
孔

子
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
し
御
自
分
で
そ
の
咎
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
ら
、
後
世
の
人
閒
は
同
姓
を
娶
る
こ
と
が
禮

に
外
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
な
い
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
聖
人
は
わ
ざ
と
自
分
で
咎
を
背
負
い
込
む
こ
と
に
な
る
よ
う
な
一

言
を
お
發
し
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
當
時
に
あ
っ
て
は
、
謙
虛
で
眞
心
あ
る
行
爲
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
禮

を
愛
す
る
心
ゆ
え
に
、
禮
を
知
る
こ
と
を
永
遠
に
廢
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
な
さ
っ
た
の
だ
。
聖
人
は
ど
う
し
て
一
言
一
句
を
か
り
そ

め
に
お
出
し
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
孔
子
が
詩
經
を
編
纂
な
さ
っ
た
時
、「
無
衣
」
の
詩
を
收
錄
し
た
の
も
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
思

い
か
ら
な
の
で
あ
る
（
晉
武
公
以
兵
力
幷
宗
國
、
其
罪
著
矣
。
又
因
天
子
之
使
而
請
命
、
此
何
禮
哉
。
詩
人
美
之
、
聖
人
存
之
、
蓋

猶
賢
乎
己
耳
。
昔
者
陳
司
敗
問
昭
公
。
孔
子
對
之
曰
、
知
禮
。
人
皆
謂
昭
公
實
不
知
禮
、
孔
子
不
欲
言
君
父
之
失
而
歸
過
於
己
、
以

爲
聖
人
之
謙
厚
。
竊
謂
未
盡
聖
人
之
意
。
蓋
取
同
姓
爲
非
禮
固
也
。
諱
之
、
謂
之
吳
孟
子
、
猶
有
畏
禮
之
心
焉
。
能
充
是
心
、
將
至

於
不
犯
非
禮
。
雖
謂
之
知
禮
可
也
。
然
孔
子
於
此
、
儻
不
受
其
過
、
則
後
世
不
復
以
取
同
姓
爲
非
矣
。
故
聖
人
引
咎
之
一
言
、
在
當

時
不
失
爲
謙
厚
、
而
愛
禮
之
意
、
使
萬
世
之
下
知
禮
之
不
可
廢
。
聖
人
豈
茍
言
哉
。
删
詩
存
無
衣
之
篇
亦
此
意
也
）

范
處
義
『
詩
補
傳
』
の
「
無
衣
」
解
釋
で
あ
る
。
范
處
義
は
『
論
語
』「
述
而
」
の
一
條
を
引
き
な
が
ら
、「
晉
の
武
公
を
美
む
」
と
い

う
小
序
と
と
も
に
「
無
衣
」
を
詩
經
に
收
錄
し
た
孔
子
の
意
圖
を
說
明
す
る
。
そ
の
論
理
は
迂
遠
に
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
曲
折
に
滿
ち
わ
か

り
に
く
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
北
宋
の
諸
家
と
朱
熹
・
嚴
粲
の
解
釋
と
の
關
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

以
下
に
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
追
跡
し
て
み
よ
う
。
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彼
が
引
用
す
る
『
論
語
』「
述
而
」
の
條
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

陳ち
ん

の
國
の
司し

敗は
い

が
「
昭
公
は
禮
を
わ
き
ま
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
か
。」
と
た
ず
ね
た
。
孔
子
は
「
禮
を
わ
き
ま
え
て
お
ら
れ
た
。」

と
答
え
た
。
孔
子
が
退
出
さ
れ
る
と
、〔
司
敗
は
〕
巫ふ

ば

き
馬
期
に
會え

釋し
や
くし
て
か
ら
前
に
進
ま
せ
て
い
っ
た
、「
わ
た
し
は
君
子
は
仲
間
び

い
き
を
し
な
い
と
聞
い
て
い
た
が
、
君
子
で
も
仲
間
び
い
き
を
す
る
の
で
す
か
。
殿
様
（
昭
公
）
は
吳ご

の
國
か
ら
め
と
ら
れ
た
が
、

同
じ
姓
で
あ
る
た
め
に
夫
人
の
こ
と
を
吳ご

孟も
う

子し

と
よ
ば
れ
た
。〔
同
じ
姓
の
家
か
ら
め
と
る
の
は
禮
で
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
に
そ
れ

を
破
っ
た
か
ら
、
吳
姫き

と
い
う
と
こ
ろ
を
姫
の
姓
を
さ
け
て
ご
ま
か
し
た
の
だ
。〕
こ
の
殿
さ
ま
が
禮
を
わ
き
ま
え
て
い
た
と
す
る

と
、
禮
を
わ
き
ま
え
な
い
人
な
ど
お
り
ま
し
ょ
う
か
。」
巫
馬
期
が
お
知
ら
せ
す
る
と
、
先
生
は
い
わ
れ
た
、「
丘き

ゆ
う（
こ
の
わ
た
く
し
）

は
し
あ
わ
せ
だ
。
も
し
過あ

や
まち
が
あ
れ
ば
、
人
が
き
っ
と
氣
づ
い
て
く
れ
る
。」（
陳
司
敗
問
、
昭
公
知
禮
乎
。
孔
子
曰
、
知
禮
。
孔
子

退
。
揖
巫
馬
期
而
進
之
曰
、
吾
聞
君
子
不
黨
。
君
子
亦
黨
乎
。
君
取
於
吳
、
爲
同
姓
、
謂
之
吳
孟
子
。
君
而
知
禮
、
孰
不
知
禮
。
巫

馬
期
以
告
。
子
曰
、
丘
也
幸
。
苟
有
過
、
人
必
知
之
）�

（
譯
文
は
金
谷
治
氏
に
據
る（
（1
（

）

魯
の
昭
公
が
夫
人
を
吳
か
ら
娶
っ
た
の
を
「
同
姓
不
婚
」
の
禮（
（1
（

に
悖
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
陳
の
司
敗
に
問
わ
れ
た
の
に
孔
子
が

返
答
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
主
君
の
非
禮
を
庇
お
う
と
す
る
身
内
意
識
の
表
れ
だ
と
批
判
さ
れ
た
の
に
對
し
て
、
孔
子
が
潔
く
自
分
の
非

を
認
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

後
世
の
儒
者
は
、
司
敗
の
非
難
に
對
し
て
孔
子
を
辯
護
す
る
論
述
を
行
っ
た
。
魏
・
何
晏
『
論
語
集
解
』
が
引
く
孔
安
國
注
は
、『
春

秋
左
氏
傳
』「
僖
公
元
年
」
の
「
國
の
惡
事
を
顯
わ
に
し
な
い
の
は
、
禮
で
あ
る
（
諱
國
惡
、
禮
也
）」
に
據
っ
て
、
孔
子
の
返
答
は
禮
に
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外
れ
て
は
い
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
北
宋
・
邢
昺
『
論
語
注
疏
』
は
『
禮
記
』「
坊
記
」
の
、

孔
子
が
言
っ
た
、「
善
事
に
は
『
こ
れ
は
君
公
の
お
陰
で
あ
る
』
と
言
い
、
過
失
に
は
『
こ
れ
は
臣
た
る
私
の
過
ち
』
と
言
う
よ

う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
國
の
人
民
に
は
誠
實
の
心
が
強
ま
る
で
あ
ろ
う
」
…
…
孔
子
が
言
っ
た
、「
善
事
に
は
『
こ
れ
は
父
母
の
し
た

こ
と
』
と
言
い
、
過
失
に
は
『
こ
れ
は
子
た
る
私
の
過
ち
』
と
言
う
よ
う
で
あ
れ
ば
、
人
々
は
孝
行
に
勵
む
で
あ
ろ
う
」。（
子
云
、

善
則
稱
君
、
過
則
稱
己
、
則
民
作
忠
…
…
子
云
、
善
則
稱
親
、
過
則
稱
己
、
則
民
作
孝
）��

（
譯
文
は
竹
内
照
夫
氏
に
據
る（
（1
（

）

と
い
う
、
臣
下
た
る
も
の
國
君
の
過
失
を
揚
言
せ
ず
自
分
で
責
任
を
被
る
こ
と
こ
そ
禮
に
叶
う
と
い
う
記
述
を
引
い
て
、
孔
子
が
司
敗
の

批
判
を
受
け
入
れ
自
分
の
非
を
認
め
た
の
は
、
こ
の
禮
を
實
踐
し
た
も
の
だ
と
說
明
す
る
。
范
處
義
の
注
釋
中
の
「
孔
子
君
父
の
失
を
言

ふ
を
欲
せ
ず
し
て
過
ち
を
己
に
歸
す
」
と
い
う
言
葉
も
「
坊
記
」
の
文
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

范
處
義
は
邢
昺
よ
り
一
層
進
ん
で
、
孔
子
の
返
答
は
、
單
に
主
君
の
過
失
を
庇
う
と
い
う
消
極
的
な
動
機
の
み
に
發
す
る
も
の
で
は
な

く
、
人
々
を
敎
化
す
る
た
め
の
効
果
を
圖
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
う
。
昭
公
が
同
姓
の
吳
國
か
ら
夫
人
を
娶
っ
た
の
は
確
か
に
禮
に

外
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
姓
で
あ
る
こ
と
を
伏
せ
て
彼
女
を
「
吳
孟
子
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
自
分
の
禮
に
外
れ
た
行
い
を
恥
じ
て
い
る

こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、
こ
の
羞
恥
心
を
擴
大
充
實
さ
せ
れ
ば
禮
を
守
る
境
地
に
達
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
こ
れ
を
孔
子
は
貴
重
な

こ
と
と
考
え
、「
禮
を
知
る
」
と
評
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
出
來
事
が
後
世
の
人
々
に
と
っ
て
敎
訓
と
し
て
働
く
た
め
に
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
昭
公
の
行
爲
が
禮
に
悖
る
も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、「
同
姓
不
婚
」
の
原
則
そ
の

も
の
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
孔
子
は
昭
公
の
行
爲
を
容
認
す
る
發
言
を
わ
ざ
と
し
司
敗
が
自
分
を
非
難
す
る
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よ
う
仕
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
問
題
性
を
強
化
し
印
象
深
い
も
の
に
仕
立
て
上
げ
た
。
つ
ま
り
、
孔
子
は
こ
の
出

來
事
が
後
世
に
と
っ
て
道
德
的
な
敎
訓
と
し
て
生
き
る
よ
う
に
配
慮
し
、
自
分
が
咎
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。

范
處
義
は
『
論
語
』「
述
而
」
を
こ
の
よ
う
に
解
釋
し
た
上
で
、「
詩
を
删
し
て
『
無
衣
』
の
篇
を
存
す
る
も
亦
た
此
の
意
な
り
」
と
言

う
。
こ
の
言
葉
に
基
づ
き
、
右
の
論
理
を
用
い
て
彼
の
「
無
衣
」
解
釋
を
說
明
し
て
み
よ
う
。

―
武
公
が
主
君
を
弑
殺
し
晉
國
を
簒
奪

し
た
の
は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
大
罪
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
周
王
か
ら
の
王
命
を
待
つ
と
い
う
尊
王
の
行
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。

孔
子
は
そ
こ
に
、
魯
の
昭
公
と
同
じ
く
「
禮
を
畏
れ
る
」
心
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
亂
世
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
天
子
を
敬
う
態
度

を
示
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
擴
大
充
實
さ
せ
れ
ば
道
德
的
な
境
地
に
至
る
端
緒
と
な
り
得
る
も
の
で
、
人
々
の
敎
訓
と
し
て
後
世
に
傳
え

る
價
値
が
あ
る
。
孔
子
は
武
公
の
内
面
を
忖
度
し
道
德
性
の
萌
芽
を
見
出
し
、
顯
彰
す
べ
き
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
讀
者
に
正
し
く
受
け
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
武
公
の
行
爲
の
一
部
始
終
が
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

孔
子
は
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
と
い
う
、
必
ず
や
反
道
德
的
だ
と
批
判
さ
れ
る
に
違
い
な
い
小
序
ご
と
手
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
詩
經
に
收

錄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
種
を
蒔
き
、
後
の
解
釋
者
に
孔
子
と
も
あ
ろ
う
者
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
反
道
德
的
な
文
章
を
改
め
も
せ
ず

殘
し
た
の
か
と
穿
鑿
さ
せ
、
そ
れ
を
通
し
て
孔
子
の
道
德
的
意
圖
に
氣
付
く
よ
う
に
仕
向
け
た
。
や
は
り
孔
子
は
、
不
道
德
な
詩
篇
と
小

序
を
見
逃
し
た
と
い
う
咎
を
自
分
か
ら
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
性
を
強
め
、
人
々
に
熟
考
さ
せ
道
德
へ
と
導
く
敎
訓
と
し
て
生

か
そ
う
と
し
た

―
范
處
義
は
こ
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

范
處
義
は
、
晉
の
武
公
が
王
命
を
請
う
た
こ
と
を
尊
王
の
態
度
の
表
れ
と
し
て
評
價
す
る
點
で
、
王
安
石
以
來
の
說
を
踏
襲
し
て
い
る
。

し
か
し
、
孔
子
が
本
詩
お
よ
び
小
序
が
本
質
的
に
は
不
道
德
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
あ
え
て
詩
經
に
收
錄
し
た
と
捉
え
る

點
で
、
從
來
の
說
に
な
か
っ
た
獨
自
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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5

　す
べ
て
は
あ
の
人
の
言
葉
に
よ
っ
て
…
…

―
朱
熹
と
嚴
粲
の
批
判

以
上
見
た
と
お
り
、
北
宋
か
ら
南
宋
中
期
に
か
け
て
は
、
小
序
の
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
を
、
武
公
が
王
命
を
請
願
し
た
行
爲
を
捉
え

て
贊
美
の
對
象
に
し
た
と
言
っ
て
い
る
と
と
る
解
釋
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
朱
熹
は
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
對
抗
し
て
『
正
義
』
の
說
を

復
活
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。「
詩
序
辨
說
」
の
次
の
文
章
に
は
、
從
來
の
解
釋
に
對
す
る
強
い
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
武
公
が
主
君
を
弑
殺
し
國
を
簒
奪
し
た
の
は
大
逆
無
道
の
行
い
で
、
赦
免
さ
れ
る
こ
と
な
く
王
法
に
よ
っ
て
必
ず
や
誅
罰

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
で
も
王
命
の
重
さ
を
知
り
、
周
王
に
敍
爵
を
請
い
身
を
安
ん
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
た

な
ど
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
白
晝
の
都
の
大
通
り
の
中
で
武
力
に
よ
っ
て
人
を
脅
か
し
財
物
を
奪
い
な
が
ら
、
自
ら
そ
の
罪
の
こ
の

上
な
く
重
い
こ
と
を
知
っ
て
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
金
品
を
貪
欲
な
役
人
に
餌
と
し
て
分
け
與
え
、
ひ
そ
か
に
重
寶
を
我
が
物
に
し
刑

戮
を
免
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
狡
猾
な
惡
黨
の
尤
な
る
者
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
美
」
の
對
象
と
す
る
の
は
、
惡
事

や
盜
み
を
敎
え
勸
め
る
こ
と
で
、
敎
え
を
垂
れ
る
經
典
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
私
は
恐
れ
る
の
で
あ
る
（
且
武
公
弒
君
篡
國
、
大
逆

不
道
、
乃
王
法
之
所
必
誅
而
不
赦
者
。
雖
曰
尚
知
王
命
之
重
、
而
能
請
之
以
自
安
、
是
亦
禦
人
於
白
晝
大
都
之
中
、
而
自
知
其
罪
之

甚
重
、
則
分
薄
贓
餌
貪
吏
、
以
求
私
有
其
重
寶
而
免
於
刑
戮
、
是
乃
猾
賊
之
尤
耳
。
以
是
爲
美
、
吾
恐
其
獎
姦
誨
盜
、
而
非
所
以
爲

敎
也
）

朱
熹
は
「
辨
說
」
に
お
い
て
、
二
つ
の
異
な
る
說
を
提
示
す
る
。
本
詩
を
武
公
の
自
作
詩
と
捉
え
る
說
（
朱
熹
說ａ
）、
お
よ
び
詩
人
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19（326）　それでも彼のほうがまだましだから……

が
武
公
の
行
い
に
對
す
る
批
判
を
込
め
て
、
故
意
に
武
公
の
口
吻
を
模
し
て
詩
を
作
っ
た
と
す
る
說
（
朱
熹
說
ｂ
）
で
あ
る（
（1
（

。
兩
說
は
詩

人
の
立
場
と
い
う
點
で
眞
逆
の
捉
え
方
を
す
る
が
、
し
か
し
詩
で
詠
わ
れ
て
い
る
内
容
を
全
面
的
に
不
道
德
な
も
の
と
捉
え
る
點
で
は
一

致
し
て
い
る
。
朱
熹
に
據
れ
ば
、
武
公
は
贊
美
さ
れ
る
餘
地
な
ど
あ
り
得
な
い
、
天
地
の
閒
に
そ
の
身
を
置
く
べ
き
と
こ
ろ
を
見
出
せ
な

い
ほ
ど
許
す
べ
か
ら
ざ
る
惡
人
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
朱
熹
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、「
武
公
を
美
む
」
と
い
う
小
序
、
お
よ
び
そ
れ
を
正

當
化
す
る
歷
代
の
學
者
の
解
釋
は
、
天
下
に
不
道
德
を
鼓
吹
す
る
も
の
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
引
用

の
「
尚
ほ
王
命
の
重
き
を
知
り
て
、
能
く
之
に
請
ひ
て
以
て
自
ら
安
ん
ず
と
曰
ふ
と
雖
も
」
は
、
武
公
に
部
分
的
な
美
德
を
見
出
す
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
北
宋
・
南
宋
の
諸
家
の
說
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
朱
熹
は
そ
れ
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。

嚴
粲
「
無
衣
」『
詩
緝
』
は
、
本
詩
に
は
武
公
へ
の
贊
美
の
裏
に
作
者
に
よ
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
と
る
。
彼
は
從
來
の
說
に

對
す
る
批
判
を
全
面
的
に
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
立
論
を
見
る
と
、
彼
以
前
の
注
釋
の
論
理
を
咀
嚼
し
た
上
で
、
そ
れ
に
異
な
る
評
價
を

與
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

武
公
が
王
命
を
請
う
た
の
は
、
利
害
の
計
算
を
し
た
上
で
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
舊
說
に
、
武
公
の
心
は
天

理
を
す
べ
て
失
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
言
う
の
は
閒
違
い
で
あ
る
（
武
公
之
請
命
、
特
迫
於
利
害
之
計
耳
。
舊
說
以
爲
武
公
天

理
未
盡
滅
、
非
也
）�

（
首
章
『
詩
緝
』）

こ
れ
は
、
南
宋
の
諸
家
が
武
公
の
内
面
に
分
け
入
り
、
彼
が
不
安
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
德
性
の
萌
芽
を
見
出
し
た
の
を

否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
武
公
の
行
爲
は
す
べ
て
計
算
盡
く
に
過
ぎ
ず
、
贊
美
に
は
當
た
ら
な
い
と
切
り
捨
て
る
。
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劉
仁
恭
が
〔
皇
帝
の
〕
使
者
に
、「
旌
節
は
吾
自
ら
之
有
り
、
但
だ
長
安
の
本
色
を
要も
と

む
る
の
み
」
と
言
っ
た
の
は
、
本
詩
の
「
豈

に
衣
無
し
と
曰
へ
や
」
の
句
と
同
工
異
曲
で
あ
る
（
劉
仁
恭
謂
使
者
曰
、
旌
節
吾
自
有
之
、
但
要
長
安
本
色
耳
。
與
豈
曰
無
衣
之
言

一
也
）�

（
首
章
『
詩
緝
』）

こ
こ
で
は
、
第
（
節
に
引
用
し
た
『
呂
記
』
と
同
じ
歷
史
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
呂
祖
謙
が
本
詩
の
語
氣
に
は
武
公
の
恭
順
な
氣

持
ち
が
表
れ
て
お
り
、「
劉
仁
恭
の
『
長
安
の
本
色
を
求
む
』
の
語
と
は
異
な
れ
り
」
と
主
張
す
る
の
に
對
し
、
嚴
粲
は
劉
仁
恭
と
同
じ

く
傲
慢
だ
と
眞
逆
の
評
價
を
す
る
。

か
つ
武
公
は
周
王
を
無
視
す
る
心
が
生
ま
れ
て
後
、
惡
事
を
行
っ
た
の
で
あ
る
…
…
彼
が
天
子
の
使
者
に
王
命
を
請
う
た
か
ら
と

い
っ
て
、
王
の
存
在
を
わ
き
ま
え
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
し
く
、
人
々
の
心
が
自
分
に
敵
對
し
て

お
り
、
王
の
權
威
を
借
り
な
く
て
は
晉
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
王
が
命
じ
も
し
な
い
の
に
、

そ
れ
を
請
う
な
ど
と
は
禮
に
外
れ
て
い
る
。
王
に
朝
見
し
た
と
も
聞
か
な
い
の
に
、
そ
の
使
者
に
命
を
請
う
な
ど
と
り
わ
け
禮
に
外

れ
て
い
る
。（
且
武
公
有
無
王
之
心
而
後
動
於
惡
…
…
彼
其
請
命
于
天
子
之
使
、
豈
眞
知
有
王
哉
。
正
以
人
心
所
不
與
、
非
假
王
靈

則
終
不
能
定
晉
也
。
夫
王
不
命
焉
而
請
之
、
非
禮
也
。
不
聞
朝
王
而
請
命
于
其
使
、
尤
非
禮
也
）�

 

（
小
序
『
詩
緝
』）

「
彼
の
其
の
命
を
天
子
の
使
に
請
ふ
は
、
豈
に
眞
に
王
有
る
を
知
ら
ん
や
」
と
は
、
武
公
が
他
の
諸
侯
と
は
違
い
王
の
權
威
を
敬
う
こ

と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
北
宋
の
諸
家
の
說
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。「
夫
れ
王
焉こ

れ

に
命
ぜ
ず
し
て
之
を
請
ふ
は
、
禮
に
非
ざ
る
な
り
。
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王
に
朝
せ
し
と
聞
か
ざ
る
に
命
を
其
の
使
に
請
ふ
は
、
尤
も
禮
に
非
ざ
る
な
り
」
と
言
う
の
は
、
本
詩
首
章
『
正
義
』
が
『
春
秋
穀
梁
傳
』

の
說
に
引
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
の
に
基
づ
く
。

『
春
秋
穀
梁
傳
』「
莊
公
元
年
」
に
、「
禮
に
〔
天
子
の
も
と
に
參
上
し
て
〕
命
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、〔
天
子
の
使
い

が
〕
や
っ
て
來
て
命
を
賜
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
命
を
錫
う
の
は
、
正
し
い
禮
で
は
な
い
」
と
言
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
諸
侯

は
當
然
天
子
の
も
と
に
參
上
し
て
命
を
受
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
武
公
が
自
國
に
い
な
が
ら
請
願
す
る
と
い
う
の
は
、
天
子
が
諸

侯
に
任
ず
る
と
の
命
を
賜
う
こ
と
で
あ
り
、
正
し
い
禮
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
莊
元
年
穀
梁
傳
云
、
禮
有
受
命
、

無
來
錫
命
。
錫
命
、
非
正
也
。
然
則
諸
侯
當
往
就
天
子
受
命
。
此
在
國
請
之
者
、
天
子
賜
諸
侯
之
命
、
其
禮
亡
）

し
か
し
、
實
は
疏
家
は
『
穀
梁
傳
』
の
說
に
從
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
反
證
を
擧
げ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

案
ず
る
に
春
秋
の
世
で
は
、
魯
の
文
公（

（1
（

、
成
公（
（1
（

、
晉
の
惠
公（
（1
（

、
齊
の
靈
公（
（1
（

は
い
ず
れ
も
天
子
が
使
者
を
派
遣
し
て
命
を
賜
わ
っ
て

い
る
が
、『
左
傳
』
は
そ
れ
を
批
判
し
て
い
な
い
。
と
言
う
こ
と
は
、
王
が
諸
侯
に
任
ず
る
命
を
賜
る
時
、
相
手
を
召
喚
し
て
こ
れ

に
賜
う
場
合
も
あ
り
、
使
者
を
派
遣
し
て
こ
れ
に
賜
う
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。『
穀
梁
傳
』
の
說
は
、
禮
の
意
圖
を
正
し
く
捉
え

た
も
の
で
は
な
い
（
案
春
秋
之
世
、
魯
文
公
、
成
公
、
晉
惠
公
、
齊
靈
公
皆
是
天
子
遣
使
賜
命
、
左
傳
不
譏
之
。
則
王
賜
諸
侯
之
命
、

有
召
而
賜
之
者
、
有
遣
使
賜
之
者
。
穀
梁
之
言
、
非
禮
意
也
）
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嚴
粲
は
こ
れ
を
無
視
し
て
、『
正
義
』
の
中
か
ら
自
說
の
根
據
と
な
る
部
分
だ
け
を
切
り
出
し
て
補
強
材
料
と
し
、
武
公
が
周
王
に
召

さ
れ
も
し
な
い
の
に
自
分
か
ら
禮
服
を
請
う
た
行
爲
が
禮
に
悖
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
行
爲
に
武
公
の
尊
王
の
美

德
を
見
出
す
諸
家
の
論
據
を
突
き
崩
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
序
に
對
す
る
兩
者
の
態
度
こ
そ
異
な
る
が
、
朱
熹
と
嚴
粲
と
は
い
ず
れ
も
武
公
を
完
全
な
惡
人
と
見
な
し
、
詩
中
の

内
容
を
全
面
的
に
不
道
德
な
も
の
と
解
釋
し
、
武
公
の
行
爲
の
一
部
分
を
贊
美
す
べ
き
も
の
と
捉
え
る
從
來
の
說
に
強
く
對
立
す
る
點
で

共
通
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
嚴
粲
は
朱
熹
の
說
に
基
づ
き
自
分
な
り
に
消
化
發
展
さ
せ
た
と
、
兩
者
の
閒
に
繼
承
關
係
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
詩
經
解
釋
學
史
の
實
相
に
は
、
尊
序
・
反
序
の
視
點
に
よ
っ
て
學
派
を
分
類
す
る
方
法
に
よ
っ
て
は
捉
え
き
れ
な
い
繼
承
關
係
が

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
無
衣
」
を
武
公
の
家
臣
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
と
る
朱
熹
說
ｂ
と
嚴
粲
の
說
は
、『
正
義
』
の
次
の
說
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
古

い
來
歷
を
持
っ
て
い
る
。

『
史
記
』「
晉
世
家
」
に
、
武
公
は
周
の
僖
王
に
た
く
さ
ん
の
賄
賂
を
贈
り
、
か
く
し
て
僖
王
は
よ
う
や
く
彼
に
王
命
を
下
し
た
と

言
う
。
こ
れ
は
法
に
照
ら
せ
ば
武
公
に
王
命
を
賜
わ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。〔
小
序
に
本
詩
を
〕「
美
む
」
と

言
う
の
は
、
武
公
の
家
臣
が
主
君
を
美
め
稱
え
る
氣
持
ち
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
及
世
家
稱
武
公
厚
賂
周
僖
王
、

僖
王
乃
賜
之
命
、
是
於
法
武
公
不
當
賜
之
。
美
之
者
、
其
臣
之
意
美
之
耳
）�

（
首
章
『
正
義
』）

し
か
し
な
が
ら
、
第
（
～
（
節
で
見
た
よ
う
に
朱
熹
以
前
は
こ
の
『
正
義
』
の
說
に
據
ら
ず
、
武
公
が
王
命
を
請
う
た
行
爲
を
道
德
的
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23（322）　それでも彼のほうがまだましだから……

贊
美
に
値
す
る
も
の
と
捉
え
る
見
方
が
主
流
で
あ
っ
た
。
朱
熹
は
そ
の
よ
う
な
狀
況
の
中
で
自
說
を
主
張
す
る
た
め
に
、
當
時
の
主
流
の

解
釋
が
道
德
に
悖
り
世
の
風
氣
を
亂
す
も
の
で
あ
る
と
強
い
口
調
で
指
彈
し
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
『
正
義
』
の
說
は
主
流
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
多
岐
に
わ
た
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
本
詩
の
小
序
に
對
す
る
『
正

義
』
の
解
釋
で
は
、
小
序
は
詩
篇
に
含
ま
れ
た
道
德
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
傳
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
全
般
的
認
識
に
齟
齬
し
て
し
ま

う
と
い
う
の
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
部
分
的
贊
美
の
說
は
小
序
の
體
系
性
を

一
貫
さ
せ
る
こ
と
に
寄
與
し
て
い
る
と
も
言
え
、
む
し
ろ
正
統
的
な
理
解
の
仕
方
で
あ
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

＊
＊
＊

　＊
＊
＊

朱
熹
以
後
の
詩
經
注
釋
書
に
お
け
る
「
無
衣
」
解
釋
で
は
、
朱
熹
・
嚴
粲
の
說
を
繼
承
し
武
公
を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
惡
人
と
捉
え
る
說

が
壓
倒
的
多
數
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
管
見
で
は
、
部
分
的
贊
美
說
を
と
る
も
の
と
し
て
は
、
南
宋
・
黃
震
『
黃
氏
日
抄
』
卷
四
に
、

朱
熹
が
後
年
に
な
っ
て
自
說
を
變
え
て
部
分
的
贊
美
說
を
と
っ
た
と
、『
詩
傳
折
衷
』
な
る
書
物
に
言
う
と
い
う
驚
く
べ
き
記
事
が
載
る（

（2
（

も
の
の
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
證
據
を
い
ま
だ
見
出
せ
な
い
た
め
待
考
と
す
る
の
を
例
外
と
す
れ
ば
、
明
末
淸
初
・
賀
貽
孫
『
詩
觸
』
と
民

國
・
馬
其
昶
『
讀
毛
詩
學
』
に
引
か
れ
る
章
炳
麟（

1（
（

の
二
例
を
擧
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る（
11
（

。
し
か
も
二
例
の
う
ち
賀
貽
孫
の
說
は
、

武
公
は
晉
を
滅
ぼ
し
自
立
し
た
。
そ
の
眼
中
に
ど
う
し
て
周
王
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
晉
を
滅
ぼ
し
て
三
十
七
年
經
っ

た
後
、
よ
う
や
く
寶
器
を
賄
賂
と
し
て
釐
王
（
僖
王
）
に
贈
り
命
を
請
う
た（

11
（

。
時
す
で
に
久
し
い
。
詩
人
は
こ
の
時
に
至
っ
て
、
よ

う
や
く
武
公
が
王
の
存
在
を
な
お
わ
き
ま
え
て
い
た
こ
と
を
評
價
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
小
序
に
「
武
公
を
美
む
」
と
言
う
の
で
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あ
る
。「
こ
れ
を
美
む
」
と
は
言
う
も
の
の
、
不
滿
の
氣
持
ち
は
も
と
よ
り
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
武
公
滅
晉
自
立
。
目
中
豈
復

有
王
哉
。
滅
晉
三
十
七
年
之
後
、
始
以
寶
器
賂
釐
王
而
請
命
焉
。
蓋
已
晚
矣
。
詩
人
至
此
、
始
幸
其
猶
知
有
王
。
故
序
曰
美
武
公
也
。

雖
曰
美
之
而
其
不
滿
之
意
故
在
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
賀
貽
孫
は
部
分
的
贊
美
說
を
と
る
も
の
の
、
贊
美
の
度
合
い
を
最
低
限
に
抑
え
、
武
公
の
惡
人
性
を
前
面
に
出
そ

う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
武
公
の
尊
王
の
行
爲
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
い
う
王
安
石
・
程
頤
ら
に
見
ら
れ
た
態
度
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
「
無
衣
」
解
釋
史
に
お
い
て
、
北
宋
以
來
の
說
を
眞
正
面
か
ら
否
定
し
『
正
義
』
の
說
に
立
ち
戾
っ
た
朱
熹
が
決

定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。『
集
傳
』
盛
行
が
人
々
の
思
考
を
強
く
縛
り
、
長
き
に
わ
た
っ
て
道
德
的
嚴
格
主
義
が

詩
篇
解
釋
を
支
配
し
た
こ
と
の
顯
著
な
一
例
と
な
ろ
う（

11
（

。

6

　部
分
的
贊
美
の
變
遷
お
よ
び
朱
熹
・
嚴
粲
說
と
の
つ
な
が
り

部
分
的
贊
美
の
立
場
に
立
っ
た
解
釋
は
、
南
宋
の
朱
熹
・
嚴
粲
以
前
に
存
在
し
て
い
た
『
正
義
』
の
說
を
壓
倒
し
、
む
し
ろ
主
流
の
地

位
を
占
め
て
い
た
の
が
、
朱
熹
以
後
急
速
に
衰
退
す
る
と
い
う
顯
著
な
盛
衰
の
軌
跡
を
描
い
て
い
る
。
弑
逆
の
大
罪
は
、
儀
禮
を
重
ん
じ

る
そ
ぶ
り
を
見
せ
る
彌
縫
策
に
よ
っ
て
免
罪
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
朱
熹
・
嚴
粲
の
批
判
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
至
っ
て
當
然
な
道

理
と
思
え
る
が
、
解
釋
史
の
中
で
は
古
今
不
易
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
後
世
に
影
響
を
殘
す
こ
と
な
く
歷
史
的
遺

物
と
し
て
高
閣
に
束
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
解
釋
が
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
跨
が
っ
て
學
術
界
の
中
で
持
續
的
な
生
命
力
を
發
揮
し
、
あ

ま
つ
さ
え
一
時
期
、
國
家
公
認
の
注
釋
書
と
し
て
絶
大
な
影
響
力
を
誇
っ
た
王
安
石
『
詩
經
新
義
』
が
こ
の
說
を
唱
え
た
こ
と
に
よ
り
、
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25（320）　それでも彼のほうがまだましだから……

科
舉
を
志
す
若
者
た
ち
の
閒
に
廣
く
流
通
し
、
彼
ら
の
脳
髄
に
當
然
の
價
値
觀
と
し
て
植
え
付
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

部
分
的
贊
美
の
立
場
に
立
っ
た
解
釋
に
も
ま
た
、
說
の
變
遷
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
、
本
詩
が
「
美
め
る
」

對
象
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
外
面
的
な
も
の
か
ら
内
面
的
な
も
の
へ
と
變
化
し
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
。
北
宋
の
王
安
石
（
た
だ
し
、

彼
の
注
釋
の
う
ち
集
佚
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
見
え
る
限
り
の
と
い
う
留
保
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）
と
蘇
轍
の
解
釋
に
お
い
て

（
そ
し
て
そ
れ
は
李
樗
・
黃
櫄
の
解
釋
に
も
受
け
繼
が
れ
て
い
る
）
は
、
武
公
が
尊
王
の
態
度
を
表
す
行
爲
を
行
っ
た
こ
と
を
、
他
と
の

比
較
に
お
い
て
評
價
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
ら
の
評
價
は
武
公
の
態
度
と
い
う
表
層
に
止
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
劉
僘
や
程
頤
の
說
が
淵
源
と
な
り
、
南
宋
の
諸
家
に
お
い
て
は
、
王
・
蘇
の
解
釋
を
踏
ま
え
つ
つ
よ
り
問
題
を
内
面
化
さ
せ

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
武
公
の
尊
王
の
認
識
が
そ
の
心
理
に
浸
透
し
、
そ
の
道
德
性
を
い
か
に
育
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
よ
う
に
な
る
。
具
體
的
に
は
、
呂
祖
謙
・
范
處
義
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
安
且
吉
」
と
い
う
詩
句
か
ら

今
現
在
の
武
公
の
心
が
不
安
で
あ
る
こ
と
を
讀
み
取
り
、
そ
の
不
安
自
體
を
道
德
性
と
關
係
づ
け
て
考
察
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
安
」
が
「
不
安
」
を
表
す
と
い
う
說
自
體
は
、
鄭
箋
の
「
武
公
初
め
て
晉
國
を
幷
せ
、
心
未
だ
自
ら
安
ら
が
ざ
る
が
故
に
命
服
を
得

る
を
以
て
安
ら
ぐ
と
爲
す
」
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
南
宋
に
至
っ
て
、
解
釋
の
深
度
が
著
し
く
增
す
。『
正
義
』
は
武
公
が
正
式
に
諸
侯

と
な
る
た
め
の
手
續
き
が
完
了
し
て
い
な
い
が
た
め
に
不
安
に
思
っ
て
い
る
と
、
不
安
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
が
、

北
宋
の
程
頤
は
、
武
公
が
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
作
者
が
彼
を
「
美
め
る
」
所
以
で
あ
る
と
指
摘
し
、
不
安
自
體
に
道
德
的
評

價
の
根
據
を
求
め
た
。
さ
ら
に
南
宋
の
諸
家
は
思
索
を
深
め
、
武
公
の
不
安
が
道
德
性
の
芽
生
え
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
に
至
っ
た
。

さ
ら
に
、
北
宋
と
南
宋
と
で
は
、
解
釋
に
お
い
て
扱
う
意
味
の
層
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
小
序
の
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
の
内
包
を
考
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察
す
る
際
、
北
宋
の
三
人
の
學
者
は
、
詩
人
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
詩
を
作
っ
た
の
か
の
解
明
に
そ
の
主
眼
を
置
い
て
い
た
が
、
南
宋
に
な

る
と
、
不
道
德
な
作
者
が
大
罪
人
を
美
め
稱
え
た
詩
を
聖
人
＝
孔
子
は
な
ぜ
詩
經
に
收
錄
し
た
の
か
、
孔
子
の
意
圖
を
探
る
こ
と
に
解
釋

の
重
點
が
移
っ
て
い
る
。
歐
陽
脩
「
本
末
論
」
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
詩
人
の
意
」
か
ら
「
聖
人
の
志
」
へ
と
い
う
關
心
の
變
化
が
見

ら
れ
る
。

「
聖
人
の
志
」
に
關
心
を
置
い
た
解
釋
と
は
端
的
に
言
え
ば
、
孔
子
は
詩
經
を
編
纂
す
る
に
當
た
っ
て
、
讀
者
が
詩
篇
か
ら
道
德
的
教

訓
を
受
け
取
り
自
己
の
陶
冶
に
役
立
て
る
過
程
を
見
通
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
解
釋
で
あ
る
。
故
に
こ
の
よ
う
な
解
釋
に
お
い
て

は
、
注
釋
者
は
詩
篇
の
讀
者
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
認
識
が
さ
ら
に
發
展
し
て
、
詩
篇
の
讀
者
が
い
か
に
反
應
す
る
か

を
推
測
し
て
解
釋
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
范
處
義
の
「
無
衣
」
解
釋
を
例
に
擧
げ
れ
ば
、
本
詩
の
讀
者
は
詩
中
の
武
公
の
内
心
を
忖
度

し
て
道
德
性
の
芽
生
え
を
感
じ
取
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
本
詩
の
道
德
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

前
提
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
讀
者
に
持
た
せ
る
た
め
に
、
孔
子
は
不
道
德
な
詩
と
そ
の
序
と
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
詩
經
に
收

錄
し
、
不
見
識
の
譏
り
を
自
ら
引
き
受
け
る
こ
と
さ
え
躊
躇
わ
な
か
っ
た
の
だ
、
と
范
處
義
は
考
え
る
。
こ
こ
に
は
、
武
公
の
氣
持
ち
、

そ
れ
を
忖
度
す
る
孔
子
の
考
え
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
讀
者
の
反
應
と
多
重
な
心
理
を
分
析
す
る
解
釋
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
朱
熹
の
類
淫
詩
說
は
、
不
道
德
な
詩
を
讀
ん
だ
者
が
嫌
惡
感
を
抱
き
そ
れ
を
反
面
教
師
と
し
て
自
己
の
道
徳
性
の
追
求
に

覺
醒
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
說
い
た
も
の
で
あ
る
。
嚴
粲
の
準
類
淫
詩
說
は
、
詩
人
が
讀
者
の
道
德
的
覺
醒
を
意
圖
し
て
故
意
に
不
道

德
な
口
吻
を
用
い
て
詩
を
詠
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
詩
人
の
道
德
性
に
つ
い
て
の
認
識
こ
そ
眞
逆
だ
が
、
や
は
り
朱
熹
と
同
樣
に
讀

者
の
反
應
を
重
視
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
・
嚴
粲
の
解
釋
で
は
讀
者
が
い
か
に
反
應
す
る
か
を
豫
測
す
る
こ
と
が
說
を
成
り
立
た
せ

る
不
可
欠
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
具
體
的
な
解
釋
は
異
な
る
が
、
范
處
義
と
朱
熹
・
嚴
粲
と
は
同
じ
く
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讀
者
の
反
應
を
重
視
し
た
解
釋
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
部
分
的
贊
美
の
說
を
と
る
か
否
か
、
小
序
を
尊
重
す
る
か
批
判
す
る
か
と

い
う
立
場
の
違
い
を
超
え
て
、
讀
者
の
反
應
へ
の
關
心
が
南
宋
の
多
樣
な
解
釋
を
生
み
出
す
土
壤
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

7

　部
分
的
贊
美
を
生
む
土
壤

朱
熹
以
前
の
詩
經
學
者
は
、
濃
淡
の
違
い
こ
そ
あ
れ
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
小
序
の
記
述
を
重
視
す
る
解
釋
態
度
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
彼

ら
が
、
首
序
「
晉
の
武
公
を
美
む
」
と
は
、
武
公
の
支
持
者
が
彼
を
全
面
的
に
贊
美
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
『
正
義
』
の
說
が

存
在
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
從
わ
ず
、
武
公
の
部
分
的
な
行
動
を
褒
め
た
と
解
釋
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
解
釋
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
實
は
、『
正
義
』
の
中
に
は
、
王
安
石
・
程
頤
・
李
樗
・
黃
櫄
等
の
小

序
解
釋
の
あ
る
い
は
先
蹤
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
說
が
す
で
に
存
在
す
る
。
唐
風
「
有
杕
之
杜
」
小
序
、

「
有
杕
之
杜
」
は
、
晉
の
武
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
。
武
公
は
獨
斷
專
行
で
、
自
分
の
宗
族
を
征
服
し
た
が
、
自
分
の
補
佐
を
し

て
く
れ
る
賢
者
を
求
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
（
有
杕
之
杜
、
刺
晉
武
也
。
武
公
寡
特
、
兼
其
宗
族
、
而
不
求
賢
以
自
輔
焉
）

に
つ
い
て
、『
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
寡
特
」
と
言
う
の
は
、
武
公
が
自
分
一
人
で
全
て
の
こ
と
を
決
め
て
、
賢
者
と
相
談
す
る
こ
と
が
な
く
、
一
人
っ
き
り
で
孤
立
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し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
其
の
宗
族
を
兼
ぬ
」
と
言
う
の
は
、
昭
侯
以
下
の
晉
國
の
君
主
で
あ
っ
た
人
々
は
、
武
公
の
宗

族
で
あ
る
が
、
武
公
は
彼
ら
を
征
服
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
公
は
、
宗
國
を
倂
呑
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
本
來
な
ら
ば
賢
者

を
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
賢
者
を
求
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
刺
っ
た
の
で
あ
る
（
言
寡
特
者
、
言
武
公
專
任
己
身
、

不
與
賢
人
圖
事
、
孤
寡
特
立
也
。
兼
其
宗
族
者
、
昭
侯
以
下
爲
君
於
晉
國
者
、
是
武
公
之
宗
族
、
武
公
兼
有
之
也
。
武
公
初
兼
宗
國
、

宜
須
求
賢
、
而
不
求
賢
者
、
故
刺
之
）

小
序
に
據
れ
ば
、
本
詩
は
晉
の
武
公
を
刺
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
武
公
が
君
主
の
位
に
就
い
た
後
、
自
分
の

政
を
補
佐
し
て
く
れ
る
賢
者
を
求
め
よ
う
と
せ
ず
晉
國
を
獨
裁
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
本
詩
の
作
者
は
、
武
公
が

晉
の
國
主
の
地
位
に
就
い
た
こ
と
を
受
け
入
れ
た
上
で
彼
の
爲
政
者
と
し
て
の
姿
勢
を
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
主
君
を
弑
殺
し

國
君
の
地
位
を
簒
奪
す
る
大
惡
を
犯
し
た
罪
は
も
は
や
問
わ
れ
て
い
な
い
。
儒
敎
倫
理
か
ら
し
て
許
さ
れ
る
べ
か
ら
ざ
る
大
罪
を
糾
彈
す

る
の
で
は
な
く
、
手
段
は
と
も
あ
れ
手
に
入
れ
た
爲
政
者
の
地
位
に
相
應
し
か
ら
ぬ
行
爲
を
し
た
こ
と
に
對
し
て
反
省
を
求
め
て
お
り
、

大
き
な
惡
行
は
見
逃
し
小
さ
な
過
失
を
問
題
に
し
て
い
る
。

王
安
石
・
程
頤
・
蘇
轍
・
李
樗
・
黃
櫄
ら
は
「
無
衣
」
序
に
つ
い
て
、
武
公
の
犯
し
た
大
き
な
惡
行
は
問
題
に
せ
ず
、
彼
の
小
さ
な
美

擧
を
美
め
稱
え
た
と
解
釋
し
た
。
詩
の
作
者
が
大
き
な
問
題
は
無
視
し
て
小
さ
な
事
柄
の
是
非
を
問
題
に
し
て
い
る
と
捉
え
る
と
い
う
點

で
、「
有
杕
之
杜
」
序
お
よ
び
そ
の
『
正
義
』
と
論
理
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釋
が
、
漢
唐
詩
經
學
の
時
代
か
ら
存
在
し
て

い
た
こ
と
は
、「
無
衣
」
の
王
・
程
等
の
解
釋
を
發
想
さ
せ
る
基
盤
に
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

曲
沃
三
代
の
行
爲
を
簒
奪
で
は
な
く
、
亂
世
に
生
き
る
者
と
し
て
當
然
の
行
い
を
し
た
と
正
當
化
す
る
說
も
行
わ
れ
た
。「
椒
聊
」
首

人文34_縦.indb   28 2019/06/11   8:17:32



29（316）　それでも彼のほうがまだましだから……

章
『
正
義
』
の
說
が
そ
れ
で
あ
る
。

孫
毓
は
、「
桓
叔
が
邑
を
阻た
の

み（
11
（

、
臣
下
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
振
る
舞
い
を
し
、
分
家
の
分
際
で
本
家
を
凌
ご
う
と
し
、
潘
父
と
圖

っ
て
、
彼
が
昭
公
を
殺
害
し
た
時
、
晉
國
に
入
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
も
し
た
。
依
怙
贔
屓
を
せ
ず
し
て
朋
黨
を
作
ら
な
か
っ
た
な
ど

と
言
え
よ
う
か
」
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
違
う
。
本
詩
は
、
桓
叔
が
國
政
を
正
し
く
行
い
、
人
民
を
撫
育
し
平
等
に
扱
っ
た
こ
と
を

詠
う
。
桓
叔
の
す
ば
ら
し
さ
を
望
み
見
て
昭
公
の
惡
を
刺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
家
を
凌
ご
う
と
す
る
と
か
邑
を
阻た

の

ん
だ
な
ど
と

い
う
こ
と
を
桓
叔
の
罪
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
孫
毓
の
言
う
と
お
り
だ
と
し
た
ら
桓
叔
の
罪
は
數
多
い
の
で
、
彼
が
偉
大

か
つ
篤
實
で
、
そ
の
政
治
を
正
し
く
行
っ
た
な
ど
と
詩
人
が
美
め
稱
え
る
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
か
。
桓
叔
が
別
に
沃
に
封
じ
ら
れ
て

か
ら
は
、〔
晉
と
沃
と
は
〕
隣
國
同
士
が
互
い
を
征
服
し
よ
う
と
爭
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
桓
叔
が
臣
下
と

し
て
あ
る
ま
じ
き
振
る
舞
い
を
し
た
と
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
（
孫
毓
云
、
桓
叔
阻
邑
不
臣
、
以
孽
傾
宗
、
與
潘
父
比
至
殺

昭
公
而
求
入
焉
。
能
均
平
而
不
朋
黨
乎
。
斯
不
然
矣
。
此
言
桓
叔
能
修
國
政
撫
民
平
均
。
望
桓
叔
之
美
、
刺
昭
公
之
惡
耳
。
不
得
以

傾
宗
阻
邑
爲
桓
叔
罪
也
。
即
如
毓
言
、
桓
叔
罪
多
矣
。
詩
人
何
得
稱
其
碩
大
且
篤
、
能
修
其
政
乎
。
自
桓
叔
別
封
於
沃
、
自
是
鄰
國

相
陵
、
安
得
責
其
不
臣
）

疏
家
は
桓
叔
が
曲
沃
に
封
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
晉
か
ら
獨
立
し
て
別
の
國
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
晉
國
を
手

に
入
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
國
と
國
と
の
抗
爭
で
あ
り
、
臣
下
が
主
家
を
乘
っ
取
る
と
い
う
簒
奪
に
は
當
た
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、

詩
で
曲
沃
公
の
治
政
を
美
め
て
い
る
の
は
、
美
め
る
に
値
す
る
優
れ
た
政
治
を
行
っ
て
い
る
他
國
の
狀
況
を
率
直
に
贊
美
し
、
そ
れ
を
通

人文34_縦.indb   29 2019/06/11   8:17:32



（315）30

し
て
隣
國
が
脅
威
を
增
し
て
い
る
こ
と
に
自
分
の
君
主
が
氣
付
か
な
い
こ
と
を
刺
っ
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
。
曲
沃
公
が
晉
國
の
臣
下

で
は
な
い
と
考
え
れ
ば
、
彼
が
晉
國
を
狙
う
の
は
春
秋
の
習
い
と
し
て
至
る
所
で
繰
り
廣
げ
ら
れ
て
い
る
國
同
士
の
弱
肉
強
食
の
戰
い
の

一
つ
に
す
ぎ
ず
、
道
德
倫
理
に
よ
っ
て
指
彈
す
る
に
は
當
た
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、「
椒
聊
」
は
じ
め
本
稿
で
取
り
上
げ
た
唐
風
の
諸
篇

は
類
淫
詩
の
範
疇
に
は
入
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
連
想
を
擴
げ
れ
ば
、
王
・
程
等
の
解
釋
を
生
む
基
盤
を
あ
る
い
は
作
っ
た
か
も
知
れ
な
い
歷
史
的
實
例
が
存
在
す
る
。
本
稿
冒

頭
で
觸
れ
た
よ
う
に
、
衞
の
武
公
を
詠
っ
た
詩
篇
、
衞
の
武
公
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
詩
篇
が
詩
經
に
複
數
收
錄
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
解
釋
史

に
お
い
て
は
例
外
な
く
衞
の
武
公
を
贊
美
の
對
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
明
君
」
武
公
は
、
兄
を
弑
殺
し
て
衞
君
の

地
位
を
手
に
入
れ
た
人
物
で
あ
る（

11
（

。
だ
が
、
彼
の
簒
奪
行
爲
に
對
す
る
諸
家
の
批
判
は
な
い
。
位
に
就
い
て
か
ら
の
勤
勉
お
よ
び
衞
國
と

周
王
朝
に
對
す
る
大
功
が
、
位
に
就
く
際
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
行
爲
を
帳
消
し
に
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
衞
の
武
公

に
對
す
る
贊
美
が
そ
の
生
涯
全
體
を
見
渡
し
て
で
は
な
く
國
主
と
な
っ
て
以
後
の
事
蹟
に
限
定
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
點
で

は
、
王
・
程
等
の
「
無
衣
」
解
釋
と
相
似
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
ら
の
說
を
生
む
土
壤
を
形
成
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

8

　終
わ
り
に

美
刺
は
、
儒
敎
經
典
と
し
て
の
詩
經
が
持
つ
敎
化
の
機
能
を
支
え
る
概
念
で
あ
る
。
こ
の
美
刺
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
對
象
に
ど

の
よ
う
な
目
的
で
な
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
人
の
人
閒
の
全
生
涯
、
あ
る
い
は
一
時
代
の
社
會
全
體
を
總
括
し
て
善
か
惡
か
を

峻
別
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
生
涯
の
一
斷
面
、
そ
れ
ぞ
れ
獨
立
し
た
細
々
し
た
行
爲
、
あ
る
い
は
一
つ
の
事
件
に
視
點
を
絞
り
込
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み
、
そ
の
善
惡
を
判
定
す
る
も
の
な
の
か（
11
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
讀
者
に
善
な
る
人
閒
類
型
、
惡
な
る
人
閒
類
型
を
指
し
示
し
、
前
者
を
目

指
し
て
邁
進
す
る
よ
う
訓
導
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
人
閒
の
行
爲
一
つ
一
つ
の
善
惡
を
個
別
的
に
判
定
し
、
人
閒
社
會
の
ル
ー
ル

を
提
示
す
る
も
の
な
の
か
。
類
淫
詩
に
纏
わ
る
諸
家
の
解
釋
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
へ
と
我
々
を
導
く
。

注（（
）　

衞
の
武
公
を
美
め
た
詩
と
し
て
衞
風
「
淇
奧
」、
彼
の
作
と
さ
れ
る
詩
と
し
て
小
雅
「
賓
之
初
筵
」・
大
雅
「
抑
」、
鄭
の
武
公
を
美
め
た
詩
と

し
て
鄭
風
「
緇
衣
」、
そ
し
て
晉
の
武
公
を
美
め
た
詩
と
し
て
唐
風
「
無
衣
」、
刺
っ
た
詩
と
し
て
「
有
杕
之
杜
」
で
あ
る
。

（
（
）　

筆
者
も
彼
に
關
す
る
詩
篇
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
著
『
詩
經
解
釋
學
の
繼
承
と
變
容

―
北
宋
詩
經
學
を
中
心
に
据
え
て

―
』（
硏

文
出
版
、
二
〇
一
七
）
第
十
二
章
・
第
十
八
章
・
第
十
九
章
、
拙
稿
「
二
つ
の
斷
章
取
義

―
宋
代
に
お
け
る
『
如
切
如
磋
、
如
琢
如
磨
』
解
釋

の
展
開

―
」（『
日
本
宋
代
文
學
學
會
報
』、
第
五
號
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
）
參
照
。

（
（
）　

歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
の
大
雅
「
抑
」
第
二
章
の
解
釋
中
に
、
彼
を
評
し
て
「
以
天
下
爲
己
任
」
と
述
べ
て
い
る
（
拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
二
章

第
二
節
）
參
照
。

（
（
）　
『
朱
子
語
類
』
卷
八
一
「
詩
二
、
淇
奧
」
に
、「
衞
武
公
學
問
之
功
甚
不
苟
、
年
九
十
五
歲
、
猶
命
群
臣
使
進
規
諫
。
至
如
抑
詩
是
他
自
警
之
詩
、

後
人
不
知
、
遂
以
爲
戒
厲
王
。
畢
竟
周
之
卿
士
去
聖
人
近
、
氣
象
自
是
不
同
。
且
如
劉
康
公
謂
民
受
天
地
之
中
以
生
、
便
說
得
這
般
言
語
出
」
と

言
う
（
第
六
册
二
一
〇
七
頁
）。
ま
た
、
同
卷
十
六
「
大
學
三
、
傳
三
章
釋
止
於
至
善
」
に
、「
武
公
大
段
是
有
學
問
底
人
。
抑
之
一
詩
義
理
精
密
。

詩
中
如
此
者
甚
不
易
得
」
と
言
う
（
第
二
册
三
二
〇
頁
）。

（
（
）　

拙
稿
「
簒
奪
者
に
獻
げ
る
讚
歌

―
類
淫
詩
說
を
廻
る
朱
熹
・
嚴
粲
と
戴
震
・
翁
方
綱
と
の
關
係

―
」（
慶
應
義
塾
大
學
日
吉
紀
要
『
中
國

研
究
』
第
十
二
號
、
二
〇
一
九
年
三
月
）。

（
（
）　

詳
し
く
は
、
前
掲
拙
稿
二
〇
一
九
年
三
月
、
第
（
節
を
參
照
の
こ
と
。

（
（
）　

た
だ
し
、
蘇
轍
『
詩
集
傳
』
は
完
本
と
し
て
現
在
に
傳
わ
っ
て
い
る
の
で
問
題
な
い
が
、
王
安
石
『
詩
經
新
義
』
は
つ
と
に
亡
佚
し
、
現
在
見

ら
れ
る
の
は
諸
本
に
引
用
さ
れ
た
斷
篇
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
我
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と
言
っ
て
本
來
な
か
っ
た
と
は
斷

定
で
き
な
い
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（
）　

歐
陽
脩
『
詩
本
義
』
は
「
無
衣
」
を
收
錄
し
な
い
。

（
（
）　

な
お
、
李
樗
は
本
文
で
引
用
し
た
注
釋
に
續
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
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衞
風
「
氓
」
の
詩
で
婦
人
は
思
い
人
の
い
る
復
關
を
望
み
見
て
ふ
し
だ
ら
な
戀
愛
を
し
〔
驅
け
落
ち
を
し
〕
た
。
そ
の
後
夫
に
棄
て
ら
れ

よ
う
や
く
後
悔
し
た
。
も
し
夫
に
棄
て
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
彼
女
は
後
悔
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

詩
人
は
彼
女
が
正
道
に
立
ち
返
っ
た
こ
と
を
美
め
、
孔
子
は
詩
經
編
集
に
當
た
っ
て
こ
の
〔
衞
風
「
氓
」〕
詩
を
棄
て
去
ら
な
か
っ
た
の
は
、

ま
た
「
無
衣
」
の
詩
で
武
公
を
美
め
た
の
と
同
じ
意
圖
な
の
で
あ
る
（
如
甿
云
婦
人
望
復
關
而
爲
淫
泆
之
行
。
其
後
以
夫
見
棄
而
始
能
自
悔
、

使
其
不
見
棄
於
夫
、
未
必
自
悔
也
。
詩
人
猶
以
反
正
善
之
、
夫
子
删
詩
乃
不
去
之
者
、
亦
無
衣
美
武
公
之
意
也
）

李
樗
が
衛
風
「
氓
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
氓
」
は
、
薄
情
な
男
に
誘
惑
さ
れ
驅
け
落
ち
を
し
た
も
の
の
、
心
變
わ
り
し

た
夫
に
虐
げ
ら
れ
恥
を
忍
ん
で
泣
く
泣
く
實
家
に
歸
る
女
の
物
語
を
詠
っ
た
詩
篇
で
あ
る
が
、
そ
の
小
序
に
、「
容
色
が
衰
え
た
女
が
夫
に
棄
て

ら
れ
、
困
じ
果
て
て
そ
の
連
れ
合
い
を
失
っ
た
こ
と
を
自
ら
悔
い
た
。
故
に
そ
の
事
を
述
べ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
風
刺
す
る
。
彼
女
が
正
道
に
立
ち

返
っ
た
こ
と
を
美
め
、
淫
泆
に
耽
っ
た
こ
と
を
刺
る
（
華
落
色
衰
、
復
相
棄
背
、
或
乃
困
而
自
悔
喪
豈
妃
耦
。
故
序
其
事
以
風
焉
。
美
反
正
刺
淫

泆
也
）」
と
言
い
、
不
道
德
な
戀
愛
を
し
た
女
を
刺
り
な
が
ら
も
彼
女
が
後
悔
し
て
正
道
に
立
ち
返
っ
た
こ
と
を
美
め
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
は
、

「
無
衣
」
序
が
惡
逆
な
行
い
を
し
た
武
公
を
美
め
た
詩
篇
と
規
定
し
た
の
と
同
樣
の
構
造
で
あ
る
。
か
た
や
淫
詩
、
か
た
や
類
淫
詩
の
兩
詩
は
小

序
が
「
美
詩
」
と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
後
代
の
注
釋
者
に
難
題
を
殘
し
た
と
い
う
點
で
共
通
し
て
い
る
。

（
（0
）　

劉
僘
『
公
是
弟
子
記
』
巻
四
（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）
に
載
る
。

―
〔
筆
者
補
記
〕「
劉
氏
」
が
劉
僘
で
あ
る
こ
と
、
本
稿
初
校
校
正
提
出

後
に
氣
付
い
た
。
劉
敞
（
一
〇
一
九
～
一
〇
六
八
）
は
程
頤
（
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
）
以
前
の
學
者
で
あ
り
、
程
頤
が
劉
僘
の
說
を
踏
襲
し
た

可
能
性
も
充
分
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
檢
證
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
し
た
い
。

（
（（
）　
『
舊
五
代
史
』
卷
一
三
五
「
潛
僞
列
傳
、
劉
守
光
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

遂
兼
有
滄
景
德
三
郡
、
以
守
文
爲
留
後
、
請
節
鉞
於
朝
。
昭
宗
怒
其
擅
興
、
不
時
與
之
。
會
中
使
至
范
陽
、
仁
恭
私
之
曰
、「
旄
節
吾
自

有
、
但
要
長
安
本
色
耳
。
何
以
累
章
見
阻
。
爲
吾
言
之
」。
其
悖
戾
如
此
（
中
華
書
局
排
印
本
、
第
六
册
一
八
〇
〇
頁
）。

『
新
唐
書
』
卷
二
一
二
「
藩
鎮
盧
龍
、
劉
仁
恭
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

仁
恭
嫚
謂
曰
、「
旄
節
吾
自
可
爲
。
要
假
長
安
本
色
耳
。
何
見
拒
邪
」（
中
華
書
局
排
印
本
、
第
十
九
册
五
九
八
六
頁
）。

（
（（
）　

金
谷
治
譯
注
『
論
語
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
）
一
〇
二
頁
。

（
（（
）　
『
禮
記
』「
曲
禮　

上
」
に
「
取
妻
、
不
取
同
姓
」
と
言
う
。

（
（（
）　

竹
内
照
夫
『
禮
記　

下
』（
新
釋
漢
文
體
系
（（
、
明
治
書
院
、
一
九
七
九
）
七
九
六
頁
。

（
（（
）　

詳
細
は
、
拙
稿
二
〇
一
九
年
三
月
參
照
。

（
（（
）　
『
春
秋
』「
文
公
元
年
」
に
、「
天
王
使
毛
伯
來
錫
公
命
」
と
言
う
。
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（
（（
）　
『
春
秋
』「
成
公
八
年
」
に
、「
秋
七
月
、
天
子
使
召
伯
來
賜
公
命
」
と
言
い
、
そ
の
『
左
氏
傳
』
に
、「
秋
、
召
桓
公
來
賜
公
命
」
と
言
う
。

（
（（
）　
『
春
秋
左
氏
傳
』「
僖
公
十
一
年
」
に
、「
天
王
使
召
武
公
、
内
史
過
賜
晉
侯
命
」
と
言
う
。

（
（（
）　

不
詳
。

（
（0
）　

黃
震
『
黃
氏
日
抄
』
巻
四
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

嗚
呼
、
文
公
之
辨
、
足
以
植
萬
世
之
綱
常
矣
。
世
有
爲
『
朱
文
公
詩
傳
折
衷
』
者
、
乃
黜
前
說
、
而
載
其
新
說
曰
、「
武
公
簒
逆
之
人
、

徼
求
命
服
、
要
君
無
上
、
王
法
所
當
誅
、
然
此
詩
美
之
、
而
孔
子
錄
焉
、
何
也
」。
曰
、「
當
是
時
天
下
無
主
、
僭
竊
禮
樂
、
何
所
不
至
。
非

復
知
有
王
命
也
。
請
命
之
大
夫
獨
能
推
明
諸
侯
之
命
服
出
於
上
則
安
、
是
不
以
小
善
爲
無
益
而
不
爲
、
亦
所
以
見
王
命
之
尊
嚴
、
爲
天
下
後

世
法
也
」。
嗚
呼
、
使
此
言
果
出
於
文
公
、
則
亦
恕
矣
、
然
前
說
何
可
廢
也
。
今
不
惟
集
『
折
衷
』
者
獨
載
新
說
、
凡
集
詩
解
者
亦
無
不
獨

載
新
說
而
盡
黜
前
說
。
正
論
湮
微
、
世
俗
驚
憚
乃
如
此
。

（�

文
淵
閣
四
庫
全
書
本
。
筆
者
は
こ
の
記
事
を
劉
毓
慶
等
撰
『
詩
義
稽
考
』、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
六
、
第
四
册
一
二
五
五
頁
、
に
よ
っ

て
知
っ
た
。
評
點
符
號
も
こ
れ
に
據
り
つ
つ
、
筆
者
の
考
え
で
若
干
變
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）

朱
熹
の
詩
篇
解
釋
の
變
化
の
可
能
性
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
記
事
で
あ
る
。
た
だ
し
、
か
り
に
こ
れ
が
事
實
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

後
代
の
注
釋
書
で
は
『
詩
集
傳
』
の
說
を
踏
襲
す
る
も
の
が
壓
倒
的
で
あ
る
の
で
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
後
說
の
影
響
力
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言

っ
て
よ
い
。
な
お
、『
詩
傳
折
衷
』
な
る
注
釋
書
は
、
劉
毓
慶
『
歷
代
詩
經
著
述
考
（
先
秦
―
元
代
）』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
）
お
よ
び
、
束

景
南
『
朱
熹
年
譜
長
編
』（
華
東
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
（（
）　

馬
其
昶
『
讀
毛
詩
學
』
は
、「
無
衣
」
小
序
の
注
に
章
炳
麟
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

章
炳
麟
曰
詩
美
武
公
、
蓋
言
其
猶
稟
王
命
、
非
美
其
奪
宗
竊
國
也
。
觀
其
辭
旨
、
所
謂
豈
曰
無
衣
七
兮
、
言
非
不
能
自
尊
也
。
能
自
尊
而

必
請
命
于
王
、
則
猶
愈
于
駻
然
恣
行
者
。
此
在
盛
世
則
當
誅
、
而
衰
世
則
可
美
。
所
以
爲
變
風
也

（
（（
）　
『
詩
經
要
籍
集
成
』（
中
國
詩
經
學
會
編
、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）・
同
二
編
（
夏
傳
才
主
編
・
王
長
華
副
主
編
、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
一

五
）・『
歷
代
詩
經
版
本
叢
刊
』（
田
國
福
編
、
齊
魯
書
社
、
二
〇
〇
八
）
に
收
錄
さ
れ
た
宋
代
以
降
の
注
釋
書
を
通
覽
し
、
あ
わ
せ
て
魯
洪
生
主

編
『
詩
經
集
校
集
注
集
評
』（
現
代
出
版
社
、
二
〇
一
五
）、
劉
毓
慶
等
撰
『
詩
義
稽
考
』（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
六
）
收
載
の
經
說
を
確
認
し

た
結
果
に
據
る
。

（
（（
）　

武
公
が
晉
を
滅
ぼ
し
て
三
十
七
年
經
っ
た
後
、
よ
う
や
く
寶
器
を
賄
賂
と
し
て
釐
王
（
僖
王
）
に
贈
り
命
を
請
う
た
と
い
う
の
は
、
明
・
沈
守

正
『
詩
經
說
通
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
に
據
る
と
思
わ
れ
る
（
明
・
凌
蒙
初
『
聖
門
傳
詩
嫡
冢
』
は
、「
沈
守
正
曰
」
と
し
て
こ
の
說
を
引
く
）。

武
公
城
（「
滅
」
の
誤
字
で
あ
ろ
う

―
筆
者
注
）
晉
、
自
立
三
十
七
年
、
而
始
以
寶
器
請
命
於
僖
王
、
其
目
中
豈
嘗
有
王
哉
。
詩
人
惡
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之
痛
之
、
代
爲
請
命
之
詞
、
故
爲
偃
蹇
者
蓋
誅
其
意
。
非
必
昭
（「
武
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う

―
筆
者
注
）
公
有
是
言
也
。
舊
說
以
爲
天
理

未
盡
滅
、
小
序
以
爲
美
武
公
、
皆
非
也

　

し
か
し
こ
れ
は
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。『
史
記
』「
晉
世
家
」
の
關
連
記
事
を
拔
き
出
す
と
、「（
晉
）
哀
侯
二
年
曲
沃
莊
伯
卒
、
子
稱
代
莊
伯
立
、

是
爲
曲
沃
武
公
」、「（
哀
侯
）
九
年
…
…
（
曲
沃
武
公
）
伐
晉
…
…
虜
哀
侯
、
晉
人
乃
立
哀
侯
子
小
子
爲
君
、
是
爲
小
子
侯
」、「
晉
小
子
之
四
年
、

曲
沃
武
公
誘
召
晉
小
子
殺
之
…
…
乃
立
晉
哀
侯
弟
緡
爲
晉
侯
」、「
晉
侯
二
十
八
年
…
…
曲
沃
武
公
伐
晉
侯
緡
、
滅
之
、
盡
以
其
寶
器
賂
獻
于
周
釐

王
。
釐
王
命
曲
沃
武
公
爲
晉
君
、
列
爲
諸
侯
、
於
是
盡
倂
晉
地
而
有
之
」、「
曲
沃
武
公
已
卽
位
三
十
七
年
矣
。
更
號
曰
晉
武
公
、
晉
武
公
始
都
晉

國
、
前
卽
位
曲
沃
、
通
年
三
十
八
年
」、「
武
公
代
晉
二
歳
卒
、
與
曲
沃
通
年
、
卽
位
凡
三
十
九
年
而
卒
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
第
二
版
、

第
五
册
一
六
三
九
・
一
六
四
〇
頁
）
と
あ
る
。
武
公
は
晉
君
と
な
っ
て
二
年
で
卒
し
て
い
る
の
で
、
晉
を
簒
奪
し
て
三
十
七
年
を
經
て
周
王
に
命

を
請
う
た
は
ず
は
な
い
。
晉
を
簒
奪
し
て
程
な
く
王
命
を
受
け
て
晉
武
公
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
沈
守
正
や
賀
貽
孫
は
、
簒
奪
後
三
十
八
年
を
隔

て
て
は
じ
め
て
王
命
を
請
う
た
と
い
う
こ
と
で
、
武
公
の
尊
王
の
態
度
が
上
邊
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
證
據
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
が
、

『
史
記
』
を
誤
讀
し
た
も
の
で
成
り
立
た
な
い
。
あ
る
い
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』「
桓
公
七
年
」
に
「
冬
、
曲
沃
伯
誘
晉
小
子
侯
殺
之
」、
同
「
八

年
」
に
「
春
、
滅
翼
」
と
あ
る
の
に
引
か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
年
か
ら
起
算
し
て
も
「
三
十
七
年
」
に
は
な
ら
な
い
の
で
や
は
り
誤
り

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
と
き
は
周
王
は
湣
を
晉
侯
に
立
て
て
い
る
の
で
、
晉
は
完
全
に
滅
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

（
（（
）　

宋
代
特
に
南
宋
期
に
な
っ
て
詩
經
解
釋
に
お
い
て
道
德
的
規
制
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
七
、

第
十
七
章
・
第
十
九
章
を
參
照
。

（
（（
）　

晉
侯
か
ら
與
え
ら
れ
た
封
地
曲
沃
に
盤
踞
し
、
宗
家
に
背
き
獨
立
の
氣
勢
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
待
考
と
し
た
い
。

（
（（
）　
『
史
記
』「
衞
康
叔
世
家
」
に
、「
四
十
二
年
、
釐
侯
卒
、
太
子
共
伯
餘
立
爲
君
。
共
伯
弟
和
有
寵
於
釐
侯
、
多
予
之
賂
。
和
以
其
賂
賂
士
、
以

襲
攻
共
伯
於
墓
上
、
共
伯
入
釐
侯
羨
自
殺
。
衞
人
因
葬
之
釐
侯
旁
、
謚
曰
共
伯
、
而
立
和
爲
衞
侯
、
是
爲
武
公
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
第

二
版
、
第
五
册
一
五
九
一
頁
）
と
言
う
。

（
（（
）　

拙
著
二
〇
一
七
、
第
十
八
章
で
、『
毛
詩
正
義
』
に
お
け
る
追
美
・
追
刺
と
い
う
解
釋
認
識
を
檢
討
し
、
詩
の
語
り
手
が
詩
中
の
人
物
の
善
惡

を
認
定
す
る
時
、
そ
の
全
生
涯
を
總
括
す
る
視
點
に
立
っ
て
行
う
の
が
常
で
あ
り
、
生
涯
の
一
時
期
、
一
事
件
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
個
別
的
に
批

評
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
宋
代
の
「
無
衣
」
解
釋
に
見
ら
れ
る
部
分
的
行
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
批
評
は
異

質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
詩
經
解
釋
學
史
に
お
け
る
詩
篇
の
批
評
の
視
座
に
つ
い
て
の
認
識
の
變
遷
と
い
う
問
題
設

定
を
行
う
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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35（310）　それでも彼のほうがまだましだから……

テ
キ
ス
ト

●
唐
・
孔
穎
達
等
奉
勅
撰
『
毛
詩
正
義
』（
略
稱
『
正
義
』）

十
三
經
注
疏
附
挍
勘
記
（
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
刊
本
景
印
）
第
二
册
（
臺
灣
・
藝
文
印
書
館
）
に
據
り
つ
つ
、
十
三
經
注
疏
整
理
本
（
北

京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）
第
四
～
六
册
を
參
照
し
た
。

な
お
、
臺
灣
中
央
研
究
院
の
漢
籍
電
子
文
獻
（Scripta�Sinica

）
瀚
典
全
文
檢
索
系
統
（.0
版
（
史
語
所
漢
籍
全
文
資
料
庫
計
畫
制
作
）
所
收
の

『
十
三
經
注
疏
』
を
、
字
句
の
檢
索
に
活
用
し
た
。

●
北
宋
・
王
安
石
『
詩
經
新
義
』（
略
稱
『
新
義
』）

程
元
敏
輯
、『
三
經
新
義
輯
考
彙
評
（
二
）
─
詩
經
』（
中
華
叢
書
、
臺
灣
・
國
立
編
譯
館
、
一
九
八
六
）

●
北
宋
・
程
頤
「
詩
解
」（
略
稱
「
程
解
」）

「
河
南
程
氏
經
說
卷
第
三
」（
理
學
叢
書
『
二
程
集
』
下
册
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
）

●
南
宋
・
呂
祖
謙
『
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
』

四
部
叢
刊
廣
編
0（
、
據
常
熟
瞿
氏
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
宋
刊
本
影
印
本

●
南
宋
・
李
樗
・
黃
櫄
『
李
迂
仲
黃
實
夫
毛
詩
集
解
』（
略
稱
『
李
黃
解
』）

通
志
堂
經
解
（
（
江
蘇
廣
陵
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
）

●
南
宋
・
范
處
義
『
詩
補
傳
』

詩
經
要
籍
集
成
第
五
册
、
據
通
志
堂
經
解
本
影
印
本
（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）

●
南
宋
・
朱
熹
『
詩
集
傳
』（
略
稱
『
集
傳
』）

四
部
叢
刊
廣
編
0（
、
據
靜
嘉
堂
文
庫
藏
宋
本
影
印
本

●
同
「
詩
序
辨
說
」（
略
稱
「
辨
說
」）

『
朱
子
全
書　

修
訂
本
』
第
一
册
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
敎
育
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）

●
南
宋
・
嚴
粲
『
詩
緝
』

據
明
趙
府
味
經
堂
刊
本
影
印
本
（
臺
灣
・
廣
文
書
局
、
一
九
七
〇
）

●
南
宋
・
黃
震
『
黃
氏
日
抄
』（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）

●
明
・
沈
守
正
『
詩
經
說
通
』

歷
代
詩
經
版
本
叢
刊
第
十
二
册
、
據
明
萬
曆
四
十
三
年
刻
本
影
印
本
（
齊
魯
書
社
、
二
〇
〇
八
）

人文34_縦.indb   35 2019/06/11   8:17:32



（309）36

●
明
・
凌
蒙
初
『
聖
門
傳
詩
嫡
冢
』

詩
經
要
籍
集
成
二
編
、
據
清
崇
禎
刻
本
影
印
本
（
學
苑
出
版
社
、
二
〇
一
五
）

●
明
末
淸
初
・
賀
貽
孫
『
詩
觸
』

詩
經
要
籍
集
成
二
編
第
二
三
册
、
據
淸
咸
豐
二
年
刊
本
影
印
本

●
民
國
・
馬
其
昶
『
讀
毛
詩
學
』

歷
代
詩
經
版
本
叢
刊
第
四
三
册
、
據
民
國
七
年
上
海
聚
珍
倣
宋
印
書
局
排
印
本
影
印
本

●
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版
─
─
原
文
及
全
文
檢
索
版
』

上
海
人
民
出
版
社
・
迪
志
文
化
出
版
有
限
公
司

◯
本
稿
は
、
平
成
三
十
年
度
慶
應
義
塾
大
學
學
事
振
興
資
金
個
人
研
究
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
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